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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月９日（金）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　午後　４時５３分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 本保加津枝 委　　員 南野直司

委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部次長　井口久和

同部参事兼産業振興課長　鈴木康之　　同部参事兼環境政策課長　土井正治

自治振興課長　門川好博　市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

市民課長　船寺順治　　環境業務課長　早川　茂　　環境センター長　上村裕幸

保健福祉部長　福永冨美子　同部次長兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼高齢介護課長　山田雅也　　保健福祉課長　前野さゆみ　

生活支援課長　東澗順二　高齢介護課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

障害福祉課長　吉田量治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局書記　寺前和恵


１．審査案件（審査順）

　　議案第　１号　平成２４年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案第　６号　平成２４年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第１９号　摂津市墓地等の経営の許可等に関する条例制定の件

議案第２１号　摂津市規格葬儀条例制定の件

議案第　３号　平成２４年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第１１号　平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第３５号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２４号　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件
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議案第　８号　平成２４年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第　７号　平成２４年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１３号　平成２３年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第３６号　摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３１号　摂津市立せっつ桜苑条例及び摂津市立保健センター条例の一部を改正

する条例制定の件

議案第２２号　障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例制定の件所管分

議案第３２号　摂津市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時３分　開会）

○森内一蔵委員長　ただいまから民生常

任委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　このところ降りだしたらよく降ります

けれども、きょうは足元の悪い中、委員

会をお持ちいただきまして大変ご苦労さ

までございます。

　本会議では、代表質問が終わりました

が、いよいよ各論に入ってまいります。

どうか皆様方には慎重審査の上、ご可決

いただきますようよろしくお願いいたし

ます。一たん退席いたします。

○森内一蔵委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、山崎委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時４分　休憩）

（午前１０時５分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、委員会を

再開いたします。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　福永保健福祉部長。

○福永保健福祉部長　それでは、議案第

１号、平成２４年度摂津市一般会計歳入

歳出予算のうち、保健福祉部が所管いた

しております事項につきまして、目を追っ

てその主なものについて補足説明をさせ

ていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は、せっつ

桜苑やみきの路など市立施設に対する負

担金が主なものとなっており、前年度に

比べ８．２％、５，２０９万４，０００

円の増となっております。

　３２ページ、款１３、使用料及び手数

料、項２、手数料、目２、衛生手数料の

うち、保健福祉部にかかりますものは、

飼犬登録手数料などで前年度と同額でご

ざいます。

　３４ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は、生活保護費や障害者自立支援給付

費などの負担金が主なものとなっており、

生活保護費や障害者自立支援給付費など

の増に伴い、前年度に比べ７．６％、１

億８，６３９万１，０００円の増となっ

ております。

　３６ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金のうち、保健福祉部に

かかりますものは、生活保護費補助金と

障害福祉費補助金で、前年度に比べ１．

６％、５９万６，０００円の増となって

おります。

　目２、衛生費国庫補助金は、前年度に

比べ３２．４％、２５２万７，０００円

の減となっております。

　３８ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務等にかかる

委託金で、前年度に比べ６．５％、１２

２万５，０００円の減となっております。

　４０ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金は、国

民健康保険及び後期高齢者医療保険の基

盤安定や、生活保護費、障害者自立支援

給付費等にかかる負担金が主なものとなっ

ており、前年度に比べ４．８％、３，０

８４万３，０００円の増となっておりま
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す。

　目２、災害弔慰金府負担金は、前年度

と同額でございます。

　４２ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金は、老人医療費や障害者

医療費補助金が主なもので、前年度に比

べ０．９％、１６８万４，０００円の減

となっております。

　４４ページ、目３、衛生費府補助金は、

保健事業費や妊婦健康診査公費負担促進

のほか、ワクチン接種にかかる補助金な

どで、平成２４年度はワクチン接種率を

平成２４年１月末における実績をもとに

見積もったことなどにより、前年度に比

べ３０．１％、１，８２９万４，０００

円の減となっております。

　５４ページからの、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入のうち、保健福

祉部にかかりますものは、５５ページか

ら５７ページで予防接種自己負担金や生

活保護法による返還金・徴収金などでご

ざいます。

　５８ページ、款２０、市債、項１、市

債、目１、民生債は、前年度と同額でご

ざいます。

　続きまして、歳出でございますが、６

４ページからの、款２、総務費、項１、

総務管理費、目１、一般管理費のうち、

６９ページの水道事業会計繰出金（高齢

介護課）分につきましては、第４次行財

政改革実施計画に基づき、水道料金の福

祉減免制度を平成２４年８月１日をもっ

て廃止させていただきたく、今議会に条

例改正をお願いいたしているところでご

ざいます。水道料金の減免制度は、昭和

４７年１０月から、当初生活保護世帯な

どを対象に実施され、昭和５６年度から

対象者を広げ、一般会計からの繰出金を

財源とする現行の制度となっております。

平成１５年７月から、第２次行財政改革

実施計画に基づく見直しが図られ、生活

保護世帯については減免を廃止し、その

他の世帯については、減免額を基本料金

１０立方メートルに相当する額の半額と

し、その後基本水量の改定などもあり現

在に至っております。このたびの見直し

は、今後ますます増大する福祉サービス

や介護サービスの財源確保や、新たなニー

ズに対応するため行うものでございます。

なお、水道部への支払いが、半年分の実

績払いとなっていることから、通年分の

予算措置が必要なため、前年度と同額を

計上させていただいております。

　９４ページから９９ページの、款３、

民生費、項１、社会福祉費、目１、社会

福祉総務費は、事務の執行にかかる経費

のほか広域連合医療給付等負担金などの

負担金、国民健康保険などの特別会計へ

の繰出金が主なもので、人件費を除き前

年度に比べ０．８％、２，０４２万９，

０００円の増となっております。

　９８ページから１０１ページの、目２、

老人福祉費は、高齢者にかかる福祉サー

ビスや指定管理料などの経費でございま

す。

　１００ページ、目３、国民年金総務費、

及び目４、国民年金事務費は、国民年金

事務にかかる経常経費でございます。

　目５、老人医療助成費は、前年度に比

べ５．１％、１，０８３万９，０００円

の減となっております。

　目６、障害者医療助成費は、前年度に

比べ３．８％、４９７万７，０００円の

減となっております。

　１０２ページから１０５ページの、目

７、障害福祉費は、障害者にかかる福祉

サービスや指定管理料が主なもので、前

年度に比べ１７．３％、２億７，６５６

万１，０００円の増となっております。

これは、障害者自立支援法の改正等によ
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り、扶助費が大幅に増加したことによる

ものでございます。

　１１２ページ、項３、生活保護費、目

１、生活保護総務費は、人件費を除き前

年度に比べ５．１％、７７万４，０００

円の増となっております。

　同じく目２、扶助費は、前年度に比べ

３．７％、９，７２７万３，０００円の

増となっております。

　１１４ページ、項５、災害救助費、目

１、災害救助費は、前年度に比べ１，０

００円の減となっております。

　款４、衛生費、項１、保健衛生費、目

１、保健衛生総務費は、人件費を除き前

年度に比べ０．７％、９２万円の減となっ

ております。

　１１６ページ、目２、予防費は、前年

度に比べ１０．２％、４，０７２万１，

０００円の減で、平成２４年度は、ワク

チン接種委託料の積算において、ワクチ

ン接種率を平成２４年１月末における実

績をもとに見積もったことなどにより減

となっております。

　１１８ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ２０．７％、２９３万８，

０００円の減で、所有者不明動物死体処

理委託料の減などによるものでございま

す。

　以上、保健福祉部が所管いたしており

ます平成２４年度一般会計歳入歳出予算

についての補足説明とさせていただきま

す。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、保健福祉部が所管しております事

項につきまして、補足説明をさせていた

だきます。

　それでは、１１ページからの、歳入歳

出補正予算事項別明細書の目を追って、

主なものについてご説明申し上げます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金の増額は、

障害児通所施設の制度変更に伴い、歳入

の組みかえを行うものでございます。

　１６ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金の減額は、事務事業の精査によるもの

でございます。

　項２、国庫補助金、目１、民生費国庫

補助金の増額は、地域生活支援事業補助

金の追加交付によるもので、そのほかの

減額は、事務事業の精査によるものでご

ざいます。

　１８ページ、目２、衛生費国庫補助金

の減額は、事務事業の精査によるもので

ございます。

　款１５、府支出金、項１、府負担金、

目１、民生費府負担金の減額は、事務事

業の精査によるもののほか、障害児通所

施設の制度変更に伴い、歳出の組みかえ

を行うものでございます。

　２０ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金の減額は、地域生活支援

事業補助金が追加交付されたものの、そ

のほか事務事業の精査によるものでござ

います。

　目３、衛生費府補助金の減額は、ワク

チン接種率が当初見込みより低かったこ

となどによるものでございます。

　２４ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち、保健福祉部に

かかりますものは、予防接種自己負担金

の減額等でございます。

　続きまして、歳出でございますが、４

６ページ、款３、民生費、項１、社会福

祉費、目１、社会福祉総務費は、地域活

動支援センターの工事完了に伴う事業費

の減額や、事務事業の精査額のほか、シ

ステム改修費のための介護保険特別会計
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への繰出金を計上しております。

　目２、老人福祉費の減額は、事務事業

の精査によるものでございます。

　４８ページ、目６、障害医療費の減額

は、医療費の見込み額によるものでござ

います。

　目７、障害福祉費は、事務事業の精査

による減額のほか、障害福祉サービス費

にかかる過年度分国庫府費返還金を計上

しております。

　５０ページ、項３、生活保護費、目１、

生活保護総務費の減額は、事務事業の精

査によるものでございます。

　５２ページ、款４、衛生費、項１、保

健衛生費、目２、予防費の減額は、ワク

チン接種率が当初見込みより低かったこ

となどによるものでございます。

　目３、環境衛生費の減額は、事務事業

の精査によるものでございます。

　続きまして、５ページの第２表、継続

費の補正のうち、保健福祉部にかかりま

すものは、地域福祉活動支援センター事

業で、事業完了に伴い平成２３年度の年

割額を減額するものでございます。

　以上、平成２３年度摂津市一般会計補

正予算（第４号）の補足説明とさせてい

ただきます。

○森内一蔵委員長　続いて、補足説明を

求めます。

　杉本生活環境部長。

○杉本生活環境部長　それでは、議案第

１号、平成２４年度摂津市一般会計予算

のうち、生活環境部にかかわる主な事項

につきまして、目を追って補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料のうち、コミュ

ニティプラザ使用料は、貸室及びレスト

ランの使用料で、前年度に比べ３６．３

％の増、また立体式の駐車場使用料は、

前年度と比べ６６．７％の増となってお

ります。

　目２、民生使用料のうち、文化ホール

等各施設の使用料は、前年度に比べ４．

２％の増となっております。

　３０ページ、目３、衛生使用料のうち、

市営葬儀使用料については、７月から規

格葬儀に変わる予定であることから、３

か月分を計上いたしております。

　３２ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課にかかる戸籍手

数料等は、前年度と比べ１．１％の減と

なっております。

　目２、衛生手数料のうち、市民課にか

かる汚物処理手数料、産汚物等取扱手数

料は、３０４．８％の増となっておりま

す。塵芥処理手数料は、一般廃棄物の焼

却手数料及び臨時ごみ等の収集運搬処分

手数料などでございますが、前年度と比

べ０．９％の減となっております。

　３４ページ、鳥獣登録手数料は、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律に

定める鳥獣飼養登録等事務手数料でござ

います。

　目３、農林水産業手数料のうち、農業

委員会手数料は、土地現況証明手数料で

ございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金のうち、社会資本整備総合交付金は、

市民文化ホールの耐震診断にかかる交付

金でございます。

　項３、委託金、目１、総務費委託金の

うち、戸籍住民基本台帳費委託金は、外

国人登録事務にかかるもので、前年度と

比べ６９．２％の減となっております。

これは、７月に外国人登録法が廃止され

ることによるものでございます。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、
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府補助金、目１、総務費府補助金のうち、

権限移譲交付金は、ＮＰＯ法人の設立認

証等の事務権限移譲に伴います人件費等

にかかる交付金でございます。

　４４ページ、目３、衛生費府補助金の

うち、公害対策費補助金及び違法屋外広

告物除去事務経費補助金は、委任事務等

の補助金でございまして、定額補助となっ

ております。また、鳥獣飼養登録事務費

交付金につきましては、大阪府からの事

務移譲に伴う人件費にかかる交付金でご

ざいます。

　４６ページ、目４、農林水産業費府補

助金のうち、農業委員会費補助金は、農

業委員会にかかる農業委員会交付金及び

農地関係交付金でございます。また、農

業振興費補助金は、水稲需給調整のため

の農業地域力創造推進事業にかかる事務

費の定額補助でございます。

　目５、商工費府補助金は、消費対策事

業を充実させるための地方消費者行政活

性化交付金でございます。

　４８ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、人口動態調査に関する事務委

託金及び電子証明書発行に関する事務委

託金で、前年度と同額となっております。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入のうち、市民活

動支援課にかかる土地貸付収入は、摂津

警察署北隣りの市有地のうち、民間マン

ションへの貸付収入でございます。

　５０ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目３、環境基金繰入金は、

環境関連事業の財源の一部として、環境

基金から繰り入れを予定しているもので

ございます。

　目４、墓地管理基金繰入金は、基金に

よって賄われる墓地の管理経費で、昨年

度と同額となっております。

　５２ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、事業資金融資に伴

い、市内の金融機関に預託しております

元金収入でございます。

　５４ページ、項４、雑入、目２、雑入

のうち、主なものといたしましては、自

治振興課にかかる文化ホール入場料や、

産業振興課にかかる商品券発行に伴う商

店連合会の負担金、商品券の売上金、ま

た環境業務課にかかる資源ごみ売却収入

などを計上いたしております。

　続きまして、歳出でございますが、７

２ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目６、都市交流費は、都市交流及

び国際交流にかかる経費を計上いたして

おりまして、前年度に比べ２．１％の減

となっております。

　７４ページ、目１０、防犯対策費は、

防犯灯の設置及び維持管理等にかかる経

費を計上いたしておりまして、前年度に

比べ６．８％の増となっております。

　７６ページ、目１３、自治振興費は、

地区振興委員報酬、摂津まつり振興会補

助金、地域活性化補助金並びに犯罪被害

者等への支援にかかる経費が主なもので

ございまして、前年度に比べ０．６％の

減となっております。

　７８ページ、目１４、コミュニティプ

ラザ費は、コミュニティプラザの運営管

理及び市民活動、市民活動団体に関する

情報提供や講座の開催、市民公益活動推

進委員会の開催など、市民活動支援にか

かる経費が主なものでございます。

　８４ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費は、市民

課業務にかかる経費を計上いたしており

まして、前年度に比べ４．８％の増となっ

ております。

　１１２ページ、款３、民生費、項４、
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生活文化費、目１、生活文化総務費は、

摂津都市開発株式会社及び施設管理公社

への指定管理者といたしましての委託料

が主なものでございます。前年度に比べ

３．４％の減となっております。

　１１４ページ、目２、文化ホール費は、

文化ホールにかかります修繕及び耐震診

断委託料が主なものでございまして、前

年度に比べ３４．５％の増となっており

ます。

　１２０ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目４、公害対策費は、前年

度に比べ５９．７％の増となっておりま

す。これは、自動車騒音常時監視分析評

価委託料の増によるものです。

　目５、環境政策費は、前年度に比べ４

０．７％の減となっておりますが、これ

は主に地球温暖化防止地域計画策定委託

料の減によるものでございます。

　目６、斎場費は、前年度に比べ５１．

４％の減となっております。これは主に、

市営葬儀委託料の減額と、火葬炉設備改

修工事が終了したことによるものでござ

います。

　目７、墓地管理費は、市営墓地の管理

費でございます。

　１２２ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、前年度に比べ１．７％の

減となっております。

　目２、塵芥処理費は、前年度に比べ１

５．７％の減となっております。これは

主に、資源ごみ収集運搬委託料を２３年

度から入札委託したことにより減になっ

ているものでございます。

　１２６ページ、目４、環境センター費

は、焼却施設の運転維持管理にかかる経

費でございまして、前年度に比べ２０．

６％の減となっております。

　１２８ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員会運営にかかる経費で、主なも

のは農業委員報酬でございます。

　目２、農業総務費は、前年度に比べ、

２５．１％の増となっております。

　１３０ページ、目３、農業振興費とし

て、主なものは農業振興団体補助金、農

業祭補助金、花とみどりの景観事業補助

金で、摂津市地域農業再生協議会の補助

金につきましては、府支出金の農業地域

力創造推進事業費補助金の事業費と同額

を計上いたしております。

　１３２ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、前年度に

比べ１１．２％の増となっております。

　目２、商工振興費は、前年度に比べ２

７．６％の増となっております。主なも

のといたしましては、緊急雇用創出基金

事業による企業立地等促進啓発及び調査

業務、企業立地奨励金の交付、プレミア

ム商品券の発行などにかかる経費を計上

いたしております。

　１３４ページ、目３、消費対策費は、

前年度に比べ２２．４％の増となってお

ります。これは、地方消費者行政活性化

交付金による事業拡充によるものでござ

います。

　以上、生活環境部にかかる平成２４年

度一般会計歳入歳出予算の補足説明とさ

せていただきます。

　続きまして、議案第９号平成２３年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）のう

ち、生活環境部にかかわる部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目１、総務使用料は、コミュニ

ティプラザが通年の貸館業務を行った年

度であり、会議室などの施設及び立体式

駐車場の使用状況等に応じて増額するも
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のでございます。

　２０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金のうち、

防犯対策費補助金は、ＬＥＤ防犯灯設置

に対して２分の１の補助を受けるもので

あります。

　２２ページ、款１８、繰入金、項２、

基金繰入金、目３、環境基金繰入金は、

環境基金の充当を予定しておりました市

営住宅への太陽光発電設備工事及び道路

照明灯のＬＥＤ化工事の減額補正に合わ

せ、減額するものであります。

　２４ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のうち、市民活動支援

課にかかわるものでございますが、コミュ

ニティプラザ館内に昨年１２月からオー

プンいたしましたレストランにかかわる

電気と水道の各使用料負担金として徴収

するものでございます。また、環境業務

課にかかわるものでございますが、資源

ごみ売却収入の増額は、資源ごみ売却単

価の値上げによるものでございます。

　次に、歳出でございますが、３４ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１１、防犯対策費は、自治会で管理し

ていただいております防犯灯の維持管理

費補助金を実績に応じて減額するもので

ございます。

　目１４、自治振興費は、犯罪被害者等

支援員の雇用形態の変更による減額及び

住民活動災害保障保険契約の実績に応じ

て減額するものでございます。

　目１５、コミュニティプラザ費の主な

減額は、光熱水費及び設備保守点検業務

委託の精査等による減額でございます。

　５２ページ、款３、民生費、項４、生

活文化費、目１、生活文化総務費は、フォ

ルテ２１２、２１３の原状復帰改修にお

ける工事執行差金を減額するものでござ

います。

　款４、衛生費、項１、保健衛生費、目

４、公害対策費は、大気・水質の測定委

託の入札差金を減額するものでございま

す。

　目５、環境政策費は、地球温暖化防止

地域計画策定にかかる報償金及び入札差

金の減額と、環境基金への積立金額が確

定したことにより、積立金を計上するも

のでございます。

　５４ページ、目６、斎場費は、火葬炉

設備改修工事の工事残金と、同工事期間

中の市外斎場利用補助金等を減額するも

のでございます。

　項２、清掃費、目１、清掃総務費は、

全国都市清掃会議近畿地区協議会負担金

等について執行見込み額を精査し、減額

するものでございます。

　目２、塵芥処理費の減額の主な理由に

つきましては、収集車購入にかかる入札

差金や、資源ごみ収集運搬委託料などの

執行見込み額を精査し、減額するもので

ございます。

　５６ページ、目４、環境センター費の

減額の主な理由につきましては、経常経

費の実績及び入札に伴う差金等でござい

ます。

　なお、５ページ、第２表、継続費の補

正のうち、款４、衛生費、項１、保健衛

生費は、斎場管理事業、火葬炉設備改修

工事終了に伴い、平成２３年度の継続費

を減額するものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、代表質問の流れ

というか、積み残しなどがありますので、

何点かお聞きさせていただきたいと思い
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ます。

　まず、一般会計予算書の６９ページ、

高齢介護課の水道事業会計繰出金、水道

料金減免の制度をなくすというところで

の、補足説明でも経過の説明はよくいた

だきました。代表質問でも、この制度を

何でなくすのかということで、財政上の

理由とかシフトがえとか述べておられま

すけれども、そもそも財政を理由にして

しまえば何でもできてしまうわけで、出

せんもんは出せんと言ってしまったら財

政赤字の問題はないわけですから、この

制度をなくすという必要がなくなったと

いうか、そういう理由をお聞きしたいと

思います。どういう議論をされてこられ

たかと、代表質問で聞かせてもらいまし

たけれども、所得制限に関する検討をさ

れたのかという話で、必要な書類と言っ

たら市民税の課税証明ぐらいでしょうか

ら、そんなに難しいことではなかったん

ではないかということもお聞きしたいと

思います。

　それから、減免制度をこれまでつくっ

てきて、住民負担を軽くして福祉の向上

に資するという本来の目的がどうしてな

くなってしまうのかというか、日々の暮

らしの応援に行政が果たしてきた役割と

いうのは大きいと思うんですが、相当な

理由というのは、保護費のなくなったと

きの理由がいいというわけではないんで

すけども、保護費には水道料金は含まれ

ているという理屈は理屈であったわけで

すけれども、今回の場合、対象の市民の

収入がふえたとか、水道料金の値下げが

できたとか、ほかの公共料金が下がった

とか、そういったことでなければ何で切

るのかというところをお聞きしたいと思

います。

　それから、代替メニューを出されてま

したけれども、これまで水道料金の補償

されてた方に対して、ほとんどの方は代

替にはならないのではないかということ

も含めてお聞きしたいと思います。

　次に、９９ページのせっつ桜苑の補修

の設計委託なんですけれども、民営化の

方向ということについてお聞きしたいと

思います。

　今年、設計もして来年補修の見込み５，

０００万円ぐらいもいるという話もされ

てましたけども、こういったところで、

その方向が民営化で無償譲渡というか、

無償貸与というか、そういった方向での

検討をされて、使用料とこれまでかけて

きた経費との精算なんかの矛盾なんかも

代表質問で指摘されてましたけれども、

指定管理者制度の見直しもあったみたい

ですけれども、何で公設民営という理念

を変えていかないといけないのか。さっ

き言ったように、民営化のためにはハー

ドルが幾つもあるという話でしたので、

なぜあえてそこも超えてやらんといかん

のか、どういうメリットというか、何で

あかんのかというところをお聞きしたい

と思うんです。

　民営化というのは、こういう福祉の施

設というか、市民に対してもある程度公

的な福祉目的がある制度ですよね。これ

を民営化していくというときに、やっぱ

り継続の補償とか、民営化ということは、

やはり採算割れしたら、それこそ会社を

運営されている方の責任が問われるわけ

ですから、きちんとした継続性が先にあ

るのかとか、そういったこともやはり問

題になってくると思うんです。こういっ

たハードルを超えて民営化しないといけ

ないというところの理由をお聞かせいた

だきたいと思います。

　次に、条例も出てるんですけれども、

１２１ページの市営葬儀の委託の分が、

市営葬儀がなくなるということで減額さ
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れてることについての、規格葬儀につい

てお聞きしたいと思うんですが、今は市

営葬儀ということで、市が一たん受けて

から業者に委託という形を取っておられ

るわけで、一応市が間に入ってというか、

やってるわけですけれども、これは規格

で示してますというだけで、それこそ民

間というか、普通の葬儀屋にお任せとい

うことになってきて、弊害が広がるので

はないかという懸念を私は持ってるわけ

なんですけれども、当然市営葬儀という

のと規格葬儀というのは違いが出てくる

のではないかと。何で規格葬儀にせんと

いかんのか、今ほとんどコントロールが

できないからということなのか、やはり

市民の方には、業者がそれこそ悪徳とい

うことではないですけども、不透明な部

分での料金をお願いすることにならない

ように、市は監視する責任があるかと思

うんですけれども、こういったところの

考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、予算概要の３８ページ、災

害時要援護者の把握ですね。これがまず、

いろいろ情報の提供の仕方とかを慎重に

という話を、大分代表質問でやっていた

だきましたけれども、具体的な中身につ

いて聞かせていただきたいと思うんです。

　要援護者を把握してどういう避難をさ

せるかということになれば、そういう方

のデータというか、介護保険を受けてお

られるとか、ひとり暮らしの登録をされ

ているとか、そういうような突き合わせ

はすぐできると思うんですけども、ひと

り暮らしであっても元気な方もいらっしゃ

ればそうでない方もいらっしゃる、その

体の状態とか日ごろの生活パターンです

ね、デイケア行かれてるとか病院へしょっ

ちゅう行かれてるとか、普段は子どもの

ところにおるとか、そういった避難をす

るときに、ドアをこじあけてでも助けに

行かないかん人なのかどうかということ

のデータまで取られるのかどうか、耳が

遠いとか、声をかけてもほとんど聞こえ

へんよとかいうことを、民生委員とか自

治会長とかにお伝えするのか、そういっ

たところの中身のほうをお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、１１２ページの生活保護費

全体についてお聞かせいただきたいと思

うんですが、平成２４年２月２３日付け、

社援発２２３第３号、厚生労働省社会・

援護局長名で通達が出ているんですけど

も、都道府県知事と政令指定都市市長と

中核市市長あてですから、お手元に届い

ているかどうかわかりませんけれども、

生活に困窮された方の把握のための関係

部局機関等の連絡・連携体制の強化の徹

底という通達を出されているんです。最

近、孤立死とか、孤独死というのはお一

人ですけども、ご家族がおってもご家族

ぐるみで孤立死をなさると。震災からの

後結構ふえているということを重くみて、

厚生労働省から生活に困窮された方の把

握をしっかり行うようにという通達が来

ておりまして、公共料金を滞納して、電

気やガスの供給がとめられたために餓死

まで行くかどうかはわかりませんけれど

も、大変な状態で発見されるという痛ま

しい事件が起きているということで、福

祉局とも連携をしながら、それから関西

電力などの事業者との連携もしながら、

命を守るという立場で、それこそ滞納は

あっても電気やガス、水道をとめないと

いうような連携をしていただきたいとい

う通達なんですけれども、こういったこ

とで今の摂津市の生活保護行政等、生活

保護だけじゃなくても困窮者、福祉部と

いうか市民環境全体として、そういった

対策というか把握の仕方をしておられる
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のかどうか。去年、例えば１年間、孤立

死というかそういったものをつかんでお

られるのか、若しくは、救助が必要やと

いうことで、大家とか警察と一緒にお訪

ねをされたとか、立ち入りをされたケー

スがあるのか、そういった方々の生活状

況をつかむようなデータとかを収集され

ているのか、それから、関西電力などに

お願いして電気をとめないでほしいとい

うのを、こういった公的な立場から連携

を取られたというような例があるのかど

うか、お聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　それでは、山崎

委員のご質問、高齢介護課にかかわる部

分についてお答えします。

　水道への繰出金、いわゆる福祉減免の

廃止についてでございますが、所得制限

等について検討されたのかというお問い

があったかと思います。これにつきまし

ては、一定、廃止についての議論の中で、

当然、所得で区切ればどうなるのかとい

う議論もしてまいりました。一つ、市民

税の非課税というのが幾つかの制度の基

準になっておりますので、その点で見て

みますと、例えばひとり暮らしの高齢者

の方に限って言いますと、対象者が今約

１，２００世帯になるんですけれども、

非課税の方が１，０００世帯近い状況で、

率にしますと８０．７％という、これは

調べたときの数字でございました。８割

の方が制度的に残るということであれば、

あまり制度をシフトするという意味が薄

れてしまうということも検討の中でして

おります。

　今回、廃止に至るいろんな議論の中で、

本会議での質疑の中でも出てきましたけ

れども、真に福祉が必要な方は一体どう

いう方なのか、また福祉と言いましても、

いわゆる経済的な支援、現金の給付であ

りますとか経済的な軽減でありますとか

いうような福祉もございますし、それ以

外に、いわゆるサービスの給付、現物で

のサービスの提供という福祉もございま

す。これは財政を言ってしまえばそれで

おしまいという話もおっしゃってました

けども、市長の答弁の中にもありました

が、身の丈に合ったということで、他市

でどういう状況なのかということも検討

の中で調べまして、実際のところ北摂で

見ますと、もともと実施していたのが、

本市以外には箕面市、池田市で、箕面市

については廃止されておりますし、池田

市については高齢の部分で言いますと、

いわゆる老齢福祉年金の受給者というこ

とで、現在で言いますと１００歳以上の

方で低所得の人に限るということで、実

質的には高齢部分での水道減免はなくなっ

ておりまして、障害者の方だけになって

るということです。そういう中で水道料

金の減免というのが、いわゆる高齢者の

福祉という面で、近隣の市町村の状況も

見ながら、本来マッチしているものかど

うなのかという議論を行いました。そう

いう議論を踏まえてシフトということで、

現在、ニーズの高いのは何かということ

で、例えば窓口での声でありますとか、

ケアマネジャーからの声とか、そういう

ことも含めて移送サービスの拡充という

ことに至ったということでございます。

　次に、せっつ桜苑の民営化についてで

ございますが、公設民営の理念をなぜ今

変えるのかということであったかと思い

ますが、これにつきましても本会議の質

疑の中で、せっつ桜苑ができましたのが

平成９年ということで、その時点では本

市では、特別養護老人ホームについては

とりかい白鷺園の１か所、定員が当時３

０名だったかと思います。その中で、今

後高齢化というのが進んでいくという中

－12－



で特養は必要だということで、なかなか

参入もないという中で、公設ということ

で当時５０人定員のせっつ桜苑を建設し

て、運営につきましては公でのノウハウ

もないということで、社会福祉法人を幾

つか当たって、運営の手を挙げていただ

いたということで、８０床が平成９年に

できたと。ただ、その後、介護保険制度

が平成１２年に始まるということで、新

たな参入というのもどんどん進んでいき

まして、増床というのも行われておりま

して、現在では特養に限って言いますと

２７４床、市内にございます。そういう

状況の中で、せっつ桜苑ができた当時と

現状では状況も変わっておると。あえて

民でできることを、公設で継続していく

必要があるのかという議論を踏まえて、

それともう一つ、これは責任放棄という

ことにはならないというのは、特養につ

きましては、今も社会福祉法人に運営が

限られておりますので、例えば株式会社

ではできないということで、一定の社会

福祉法人という縛りもございます。とい

うようなことで、いわゆる社会福祉法人

という、ある意味準公的なところで法人

にやっていただくということでの方向性

ということで固めてきたということでご

ざいます。

○森内一蔵委員長　民営化のメリットと、

水道の減免の代替のメニューということ

で、移送サービスと言われてるんですけ

ど、それだけでしたか。とりあえず、民

営化のメリットを。

○山田保健福祉部参事　民営化のメリッ

トということになりますが、現在建設さ

れて１５年ということで、施設の老朽化

も見えてきました。このままずっと公立

で持ちますと、今後ますます建物だけで

なく中の設備面でありますとか、いろん

な面でコストがかかってくるというよう

なことがございます。これを今回、建物

については必要最低限の改修をしまして、

民のほうへ譲渡するという方針でござい

ますので、将来、財政的な負担というの

は、その時点で一定、市のリスクはなく

なってくるのかなと思ってますし、あと

は事務的な面になるんですけれども、実

務をやっておりますと、結構現場で書類

の決裁を上げて、それをまた市のほうへ

持ってきて、また市のほうで決済の手続

をするいうような、二重の事務的な手間

もかかっております。そういうことが、

民のほうに譲渡しますと事務的には非常

に効率的になるというメリットもござい

ます。中身の運営につきましては、現在

でも民でやっておりますので、これは特

定のところに譲渡するということではご

ざいませんけれども、既に実績を持って

おられる法人もたくさんございます。と

いうことで、介護サービス面でのデメリッ

トというものはないものだと思っており

ます。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　市営葬儀から市規格葬

儀に変わることについての、その内容に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。

　今回の市営葬儀から市規格葬儀への移

行につきましては、一つは事務の簡素化

という部分があります。今まで市で市営

葬儀の料金を徴収し、それを業者のほう

に支払っていたという事務の簡素化が図

れます。

　そして、なぜ市営葬儀から市規格葬儀

になっていくのかということでございま

すが、最近の他市の状況等を見ておりま

すと、やはり市直営で葬儀をやっておら

れるところ以外につきましては、市営葬

儀から市規格葬儀のほうへ移ってきてる

という状況もございます。
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　ただ、委員が心配されてる市の責任の

部分についてなんですが、我々としまし

ては、今回、市営葬儀から市規格葬儀に

変わりましても、今までの市営葬儀の精

神は引き継いで、簡素低廉で厳粛なご葬

儀をしていただく、市民に提供していく

という精神は変わっておりません。また、

市規格葬儀にすることによって、今まで

あいまいでありました料金の明確化、オ

プション費用の明確化を図っていき、な

おかつ社会情勢等で葬儀に対する考え方

も変わってきております。そういう意味

で略式葬という形で、更に低廉な価格で

ご葬儀をしていただけるような制度も導

入していきたいと考えております。その

上で、業者をどのような形で監視してい

くのか、指導していくのかという部分に

つきましては、規則等で業者指定をして

いくことになりますが、その規則の内容

で業者に対して厳しい指導ができる体制、

又は市規格葬儀をどのような形でやって

きたのかということを報告するような形

を盛り込んだ規則にしていきたいと考え

ております。

　更に、指定店の取り消し等も含めて厳

しい内容で、これからも業者と協力しな

がら市民にいいご葬儀を提供していきた

いと考えております。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　要援護者の把握、

身体状況生活パターン等に応じた情報提

供を行うのかということの問いにお答え

いたします。

　現在、要援護者の対象として想定して

おりますのは、６５歳以上の単身世帯、

また６５歳以上の方のみの世帯、身体障

害者手帳１・２・３級を所持する方、精

神障害者保健福祉手帳１・２級を所持す

る方、養育手帳Ａ・Ｂ１を所持する方、

要介護認定者で要介護度３・４・５の方

としております。

　先ほど言われたように、まず身体状況

に応じて、身障手帳１級でもペースメー

カーの装着をされてる方であれば、避難

支援というのは必要ないとは思っており

ます。今後、災害に備えて、普段の避難

訓練や見守りに活用していただけるよう

に、一人ひとりに支援プランを作成して

いかなければならないと考えております。

そのためには、校区の自主防災会・自治

会・町会・老人クラブ連合会・民生児童

委員などの地域の支援組織に提供するこ

とにご本人の同意をいただけるように、

また地域のご理解をいただけるようにお

願いしていかなければならないと考えて

おります。

　また、具体的に身体状況をどこまで提

供するということとかは、今後の検討か

と思っております。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活に困って孤独

死される方に対する関係機関との連携に

ついてお答えします。

　昨今、社会から孤立して死亡すること

が報道等でも大きく論じられ、社会問題

化してるのは事実として受けとめていま

す。生活保護での対応といたしましては、

インテーク面接のときにライフラインの

点検等を行って状況を確認しております。

その中で、生活保護に至らなかった場合

につきましては、状況によって高齢単身

の方の場合でしたら地域包括支援センター

に、虐待の疑いがあるような場合等につ

きましては、キャピセ等に通報するなど

関係機関との連携を取らせてもらってい

ます。

　今年度、摂津市で起こった孤独死の状

況につきましては、生活支援課のほうで

は把握しておりませんが、我々といたし

ましては、この問題はやはり大きな問題
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と考えておりますので、関係機関等との

連携を密に取りながら進めなければなら

ないと考えております。また、そのため

には、体制づくりについても検討してい

かなければならないのではなかろうかと

考えております。

　最後に、現状では関電と大阪ガスがラ

イフラインを停止している状況について、

通報等を受けるような連絡体制はできて

おりませんので、このことにつきまして

も今後検討していきたいと考えておりま

す。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　では２回目、聞かせて

いただきたいと思いますが、まず水道料

金の減免の分は、いろいろ真に必要な方

がどうかと、所得制限と言っても非課税

の方が８割以上おると。その議論はわか

るんですけども、それで結局本当に必要

な方がいらっしゃらなくなったというこ

とにはならないですね。本当に必要な方

がなくなったわけではない状態で、結論

としてはすべてという結論にいってると、

抜け落ちてると。本当に水道料金の福祉

減免が必要な方の分は残す、というよう

な組みかえをできたらば求めたいと思い

ます。私は抜けてると思うんですけども、

結論としてはそうなってしまっていると

いうところを指摘しておきたいと思いま

す。

　それから、せっつ桜苑の平成９年８０

床から始まって現在２７４床まで民間が

ふえている。民間がふえたから公は要ら

んというか、撤退という考えはどうかな

と。民間がふえて頑張ってるときに公も

やっぱり頑張らんといかんということは

ないんでしょうか。私は思わずメリット

という言葉を使ってしまいましたけれど

も、これを説明されたのが、市の負担が

減る、事務手続が減るということなんで

すよね。それよりも、さっき私が言った

メリットというのは、対比として無償で

貸与してしまうとか、公平性とか、それ

こそ建築費用についても精算していかな

いかんとか、そんな問題点が、メリット

云々に比べるよりはずっとあると思って

るんですけれども、あえてハードル超え

ていかないかんということにはならない

んじゃないかということを、対比として

メリットという言葉を使ってしまったん

ですけども、民間がふえたから、もう大

変やから公ではなくなるという考え方自

体が、私はおかしいと思うんですけれど

も、同じ答えが返ってくるんなら結構で

す。

　それから、５，０００万円の補修もし

てあげて、それこそ無償で建物も譲渡し

てしまうというような方向性ですが、こ

れも、道義的なことをしたらあかんとか

そういうことではないのかもしれないん

ですけども、福祉法人がやるというとこ

ろで、そうせないかんというある道筋と

いうか、仕組みもあるかと思うんですけ

ども、やはり、それだけお金をかけてやっ

てきたものだから全部民間にしてしまう

というのも、市民からしてみれば、税金

を使ってやってはったものやからおかし

いという感覚もあるんではないかと思う

んですけども、その辺の整理もしていた

だければと思うので、考え方をもう一度

説明していただきたい。譲渡とかの話も

含めてお願いしたいと思うんです。これ

も政策的な部分であったら、課長では答

えられなければ部長でもお願いします。

　それから、市営葬儀のほうは、他市と

の比較がまた出ましたね。他市との比較

で物事を進めるのもどうかと思うんです

けども、規格葬儀を行っていってもオプ

ションは何ぼでもつけられるんじゃない

んですかね。上限とか考えてなかったか
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なというか、やはり業者任せというか、

ふえていくということにならないのかと

いうところをもう一度お聞かせいただき

たい。規格葬儀であってもオプションは

たくさんつけるということは可能なんで

はなかったかと思ったので、お聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、これからどういうデータを

取るかというのは、要援護者の方のね、

いろいろ精査していかないかんと思うん

ですけども、プライバシーの話もあるん

でしょうけども、ほんまに助けようと思っ

たら、その方が寝てはったら、睡眠薬を

飲んで起きはらへんでとかいうようなこ

とまでつかんでおく必要があるのか、そ

れこそご近所にお伝えする必要があるの

か、またそれはぜひしっかり研究してい

ただきたいと思います。

　それから、生活保護のほうは電力会社

との連携、それこそ電気をとめてしまい

ましたよというような報告を受けれるよ

うな仕組みができれば、それが一番いい

かと思うんですけども、先ほども聞いた

んですけどまだお答えをいただけてない

んで、生活保護課ではつかめてないかも

しれないですけども、民生部門というか

警察とか民生委員とかで心配になって、

ヤクルトのあれもありますよね。立ち入

りをやったとかいうような経験というか、

そういったケースがあったかなかったか

お聞かせいただけないですか。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　市規格葬儀のオプショ

ンの部分についてご答弁申し上げます。

　オプションについては、基本的には金

額を定めております。業者に対しても、

その金額でやるように今後も指導してい

きます。そして、オプションの部分に上

限を設けるようにもしております。端的

な例で申し上げますと、祭壇を飾る花に

ついても、５万円のコース、１０万円の

コース、１５万円のコース、２０万円の

コースをつくりまして、最高でも２０万

円のコースまでしか使えない、それを超

えると市規格葬儀でなくて一般葬になり

ますよということで、オプションの使え

る範囲を決めております。

　また、略式葬におきましては、もっと

オプションの範囲を小さくしておりまし

て、略式葬でされるならこのオプション

は使わない、ご遠慮くださいというよう

な形のオプションの定め方をしておりま

すので、一定の部分でそれ以上高くなる

ということは、オプションに関してはな

いような定め方をしております。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　せっつ桜苑の民

営化に関してですけども、いわゆる公の

責任というのは２種類あると思います。

　一つは施設の管理上の責任です。それ

から、もう一つは介護サービスを提供す

る責任と私は思ってるんですけれども、

そういう意味で、介護サービスの提供の

責任については、先ほどもご答弁申し上

げましたように、当初から民間の社会福

祉法人に委託して実施しておりますし、

これが今後どこの法人で運営していただ

くにしろ、既にいろんなところで実績を

お持ちのところもたくさんあるというこ

とで、そのあたりはお任せできるのかな

ということと、あるいは緊急な対応とい

うような場合は、そこと連携を取ってベッ

ドを確保してもらうように協定を結んで

おくとか、その辺の手法は今後条件面で

いろいろと詰めていくことができると思っ

ております。

　それから、施設管理の責任ということ

で、これはもう１５年経過する施設であ

りますので、譲渡するに当たっては、や

はり現状、市の管理責任にある建物とい
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うことですので、最低限、業務に支障が

ない形にした上で譲渡するのが責任だと

思っております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　高齢者の方等の

家の中での安否確認についてのご質問に

お答えいたします。

　例えば、近隣の方から新聞等がたまっ

ているということで、高齢介護課にご連

絡をいただきますと、ひとり暮らしの登

録等をされている方でしたら、そちらの

ほうの名簿に記入がありますご家族やご

親族、遠方の方の場合もあるんですけれ

ども、連絡をとらせていただく一方、な

かなか連絡がつかないという場合もござ

いますので、そのような場合には、高齢

介護課の職員、必ず２名でということで

単独では動かずに、警察、消防のほうに

も連絡をさせていただいて、複数で家の

中に入ります。このような事例について

は、年に２・３件はあるかと思っていま

す。中に入らせていただいたときに、ま

だご存命で転倒して動けなかったという

ような方もいらっしゃいますし、ご不幸

なことにお亡くなりになっておられると

いう場合もございます。そういったこと

ですので、必ず職員単独ではなく消防、

警察と連絡をとり合う中で入らせていた

だいているという現状です。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　せっつ桜苑の話で介護

サービスの提供については、また介護保

険のところでやらせてもらおうと思って

ます。税金を使ってこれまでやってきて、

高齢者の福祉を支えてきた部分ですから、

できれば市で持っておいていただきたい

とは思います。やっぱり市民にしっかり

と説明ができるような状態でないと、民

間委託というのは慎重にやっていただか

ないといけないんじゃないかなと思って

おります。これから、まだ先もそういう

意味では、ハードルというか幾つか問題

点を解決していかないかん問題ですから、

しっかりとやっていただきたいと思いま

す。

　それから、規格葬儀についてもこれか

ら新しくやっていきますから、市民要望

には迅速に答えられるようにしていただ

きたいと思います。

　それから、要援護者というか、生活保

護の方とか困窮者が、立ち入りをしたら

亡くなってるということがないように、

福祉が全体としてしっかりと連携を密に

して、死に至る前にそれこそ発見できる

というネットワークをつくっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　私のほうからも数点にわたっ

てご質問させていただきたいと思ってお

ります。

　質問の項目を、予算概要のページで拾っ

ております。歳入にかかわっては予算書

でページを拾ってるので、また各課ごと

で少しまとめてますので、ページが前後

しますけれどもよろしくお願いしたいと

思います。

　最初に、地震以降にかかわってのとこ

ろですが、防犯灯事業、概要の２２ペー

ジに上がっております。２，８４４万円

５，０００円ということで、うち光熱費

が前年と比べると約２００万円ほどふえ

てまして、この間防犯灯のＬＥＤ化とい

うようなこととかも進めておられるわけ

なんですけれども、そういった点では、

節電の効果で減るんじゃないのかなとい

うようなことも期待しておりましたけれ

ども、ふえているという状況について、

どういう状況かというのを教えていただ
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きたいのと、それから、今後の見通しと

言いますか、そういったところについて

あわせてお答えいただけたらと思います。

　それから、５８ページの文化ホール管

理事業についてです。耐震診断等々が塗

装工事の後になるということなどは、代

表質問でも触れられましたから、その点

については答弁も一定理解してるんです

けれども、この事業の中で、機械警備委

託料が４５万９，０００円で上がってま

して、前年までの予算書などをめくって

いるとなかったと思うんですが、今回、

この項目が上がってきている経過、これ

についてご説明いただけたらと思います。

　次に、概要の２６ページで、市民活動

支援課にかかわる部分なんですが、市民

活動支援事業というところで、市民活動

団体の主体的、自主的な活動を支援する

ということで、さまざま取り組まれてい

くかなとは思っておりますけれども、そ

の中の項目で、イベント設備賃借料とい

うのが４４万円で計上されています。こ

の１年間を見ていても、コミュニティプ

ラザを利用してのさまざまなイベントな

どもあったかと思いますが、直接市民活

動支援課がかかわってやってるというこ

とばかりではないということかと思いま

す。　また、直接予算が発生しないよう

な取り組みなどもいろいろされてるのか

なと思うんですけれども、この取り組み、

どういったことをやろうと計画している

のかなということについてお聞かせいた

だけたらと思ってます。

　次に、概要の３２ページのところで、

これは市民課にかかわるんですけれども、

住居表示事務事業４９６万９，０００円

ということで予算が上がっております。

財源内訳のところで、国の支出金のとこ

ろでほぼ全額になるのか、上がっており

ますけれども、緊急雇用の助成金を活用

しての事業かなと思うわけですが、事業

の中身ですね、どういうことを具体的に

やられるのか、それからその効果と言い

ますか、そういうことについてお答えい

ただけたらと思います。

　続いて、産業振興課にかかわる部分に

なりますけれども、概要の７２ページで、

農業地域力創造推進事業というところで、

１３９万４，０００円というのがありま

す。去年の予算書などを見てましたら、

水田農業構造改革対策事業ということで

書かれていて、予算的にもこれと同じで

すし、中身の備考に書かれている説明の

ところも同じなので、名称が変更したの

かなということなんですけれども、以前

にもこの同じ事業が、何度か名前が変わっ

てきているかと思うんですけれども、こ

ういう名称がある意味ころころと変わっ

ていくことについて、具体的に当事者の

方たちからどう受けとめられてるのかな

ということですね、減反政策の一環とい

うか、そういうようなことでやられてき

ているこういう事業だと認識してるんで

すけれども、そういったところにかかわっ

てる市民の皆さんからの声などがもしあ

りましたら、聞かせていただきたいなと

思います。

　次に、概要の７６ページです。企業立

地等促進事業が、今年度は奨励金で１，

４５５万円の支出ということで、代表質

問の中でも説明いただいてますので、こ

の中身については一定理解してますけれ

ども、今後、企業立地等促進啓発及び事

業所実態調査事業ということで取り組ん

でいく、この中身について具体的にお答

えいただけたらと思います。

　とりわけ、中小企業にも使える制度と

いうことでご説明されていて、そのあた

りが今の実態となかなか現状ではかみ合っ

てないんじゃないかなとも思っていまし

－18－



て、ここの部分も、今回緊急雇用の関係

の助成金も使って主に取り組んでいこう

ということでやられる、その辺のところ

を詳しくお聞かせいただきたいなと思い

ます。

　同じ７６ページのところ、その下に消

費生活相談ルーム事業で、予算が前年と

比べると２００万円ほどふえてると思い

ますが、先ほどの歳入の説明で、地域消

費者行政活性化交付金というのが２９５

万１，０００円おりてくるんだというこ

とで、こういったものを活用して取り組

まれるということになりますけれども、

ここの活用の中身、そこらあたりをお聞

きしたいと思います。

　次に、この予算概要の６４ページです。

環境政策課にかかわる部分ですけれども、

環境騒音・振動調査事業の中の、自動車

騒音常時監視分析評価委託料というのが、

今回１３０万２，０００円ということで

組まれています。備考のところに説明が

あって、大阪府道幹線道路の自動車騒音

常時監視を実施ということで書かれてる

んですけれども、この取り組みですね、

どのようにされていくのか、そこらあた

りの経緯を教えていただきたいと思いま

す。

　それから、温暖化対策事業が同じ６４

ページのところで出ております。この間

地球温暖化防止の地域計画もつくられて

きて、エコアクション・エコオフィスの

取り組み等々さまざま取り組まれている

わけですけれども、とりわけ昨年の東日

本大震災以降、原発事故で節電の取り組

みが呼びかけられて、代表質問の中でも、

せっつ電隊の取り組みということも紹介

されてましたけれども、そうしたことと

のかかわりでは、さまざま市役所庁内で

もそうですし、また民間でも節電、温暖

化防止ということにかかわっての取り組

みというのが進んでいると思うんですけ

れども、そのあたり温暖化対策事業の、

ここで今挙げられている中身というか、

今回お聞きしているところでは、ゴーヤ

等の苗を、グリーンカーテンの取り組み

で配布するようなことも考えていらっしゃ

るということもありましたけれども、もっ

ともっと取り組みですね、いろいろと課

題があるのかなと思うんですが、なかな

か予算上にあらわれない部分とかで、こ

ういうことを考えている、とかいうこと

等々がありましたら、お聞きしたいなと

思っております。

　続きまして、６８ページ、リサイクル

プラザ整備事業、これは環境業務課にか

かわる部分ですけれども、前年度と対比

しましたら８００万円ほど予算が減って

います。中身のほうも見てまして、議案

第９号の補正予算のところにもかかわる

かと思うんですけれども、施設整備基本

設計ということが昨年は上がっていて、

これは執行はしてなくて５００万円が不

用額ということになってるわけですけれ

ども、じゃ今年度上がるのかなというと

こで、今年はまだ上がらないということ

になっています。リサイクルプラザの整

備についていろいろ議論もされていると

いうことは認識しておりますけれども、

見通しですね、今年は設計は組まれない

ということでしたら、来年になるのか再

来年になるのか、現状でどのように考え

ておられるかお聞きしておきたいと思い

ます。

　それから、同じページのごみ収集処理

事業の項目なんですけれども、これも前

年と比べましたら約４，７００万円の減

額になってます。今年、新たに民間委託

部分をふやしてということで、そうした

変動があるんだろうなということについ

ては理解するわけですけれども、議案第
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９号の補正予算で見ましたら、可燃ごみ

不燃ごみ収集委託料の部分だったり、不

燃ごみ搬出処理委託料、また資源ごみ収

集運搬委託料など、それぞれ当初予算よ

りかは増額であったり減額であったりと

いうことで出てきてるかなと思います。

そのあたりの状況ですね、今年民間委託

が拡大しての委託料の金額の状況と、ま

た現場のほうでも収集の状態ですね、ど

うなっているのかということで、直営で

あったときとの変化等々が起きてないか

ということを聞いておきたいなと思いま

す。

　それから、広域廃棄物の埋立処分場の

整備委託料の減額、それから処分委託料

については、去年７９８万円組まれてま

した分は、これも未執行になってて、今

年の予算ではこの項目がなくなってると

いうことなんですけれども、ここの説明

もお願いしたいなと思います。

　あと、予算書の歳入のところで、５４

ページにありましたけれども、資源ごみ

売却収入、これが前年比で６００万円ふ

えています。先ほど補正予算の説明の中

で、資源ごみの価格が上がってるという

ことで、補正予算では６４万円プラスに

なってましたけれども、今回の予算では

６００万円ほどふえるということ、その

辺の金額がどう変動しているのかなとい

うことを加えてお聞きしておきたいと思

います。

　あと、環境センターにかかわる部分で、

概要の７０ページ、ごみ処理施設維持管

理事業の項目なんですけれども、この中

で、ここでは光熱水費が７，５００万円、

これは前年と比べるとまた１，０００万

円減っています。去年の予算のときにも

確か私聞かせていただいて、光熱水費の

減というようなこと、ごみの量の問題も

ありますし、グリーンニューディール等々、

投資もして節約と言いますか、節電もさ

れてるとお聞きしておりますけれども、

この状況、また前年と今年との違いにつ

いてもお聞きしておきたいと思います。

　それから、修繕料がその中で１億２，

９００万円ということで今年は計上され

ておりますが、昨年は１億９，８００万

円、平成２２年は２億４，０００万円、

大体この間お話を聞いてると、年間の修

繕料というのは、平均して２億円ほど毎

年かかっていくんだということを言われ

ていたと思うんですけれども、今年度１

億２，９００万円で組まれている、その

あたりで大丈夫かと言いますか、そうい

う見込み、そこらあたりを聞かせていた

だきたいと思います。

　あと、保健福祉部にかかわる部分になっ

ていきますけれども、概要の３８ページ、

地域福祉活動拠点整備補助事業というこ

とで上がっておりますが、これは、旧教

育研究所のところに、新たに五中校区の

拠点をつくっていくということでありま

すが、中学校校区で言いましたら、あと

三中校区ということになってくるかと思

うんです。

　また、地域福祉活動拠点を整備してい

くことで、いろんな自主的な福祉活動の

動きというのも生まれてきてると感じて

おります。そういった意味では、早急に

三中校区にも取り組んでいただきたいと

思ってるところです。あわせて、この間

事務事業評価結果ということで、去年の

１１月に出てた分ですね、ずっとこれも

去年見ていて私感じたんですけれども、

健康づくり自主グループというのが市内

に３３グループあって、五中校区と千里

丘小校区の市場池付近には、今のところ

こういった自主グループがないと。だか

ら自主グループをつくられているところ

にも、地域的な偏りがあって、それがやっ
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ぱり拠点がないところには、なかなかつ

くられていないということなどもありま

したので、そういった意味で、見通しや

今後の考えを聞いておきたいと思ってお

ります。

　あと、災害時要援護者支援事業ですが、

これ山崎委員からも少し聞かれましたが、

ここの事業で人件費と言いますか、臨時

職員賃金ということが発生しています。

これも国府支出金のところの財源になっ

てますので、緊急雇用のところを活用し

ての取り組みなのかなと考えるわけなん

ですけれども、この方の雇用の形態、こ

こには臨時職員ということで書いてあり

ますけれども、仕事の中身等々について

少し詳しくお聞かせいただけたらと思っ

ております。

　６０ページにいきますけれども、健康

せっつ２１推進事業、今年は最終評価報

告書を策定するんだということで、予算

も組まれております。策定についてどの

ようなまとめと言いますか、これまでの

取り組み、総括的なことになるのかなと

思うんですけれども、少しここの中身を

お聞かせいただきたいのと、健康管理シ

ステムの関係なんですけれども、毎年シ

ステム維持補修料がついてたかと思うん

ですが、今回新たに利用料ということで、

１４２万円の予算の項目が組まれてるん

ですけれども、この利用料というのはど

ういうものなのか、前年までは確かなかっ

たと思っていますので、お聞かせいただ

きたいなと思います。

　それから、妊婦健康診審査事業で、去

年と比べると予算で５００万円ほど減額、

差があるなということ。それから、感染

症予防事業のところで、先ほども説明が

ありましたが、ワクチン接種が、昨年も

予算組んでるよりかは随分と不用額が出

てるということで減額になってます。そ

れぞれ金額の差が割と大きいのかなと思っ

ておりまして、見込みと実績との差と、

それから確かワクチン接種の関係では、

これは公費助成が今年度から始まりまし

たけれども、その際に、この委員会の議

論の中でも確か出したと思うんですけれ

ども、乳幼児の死亡事例が相次いだとい

うことがあった中で、当初助成制度が始

まったけれども、なかなか受け入れる状

況にないなと認識してるんですけれども、

今年の１月末の実績を参考にして今度の

予算を組まれてるということですけれど

も、いつからいつまで、去年の制度が始っ

てからということで考えておられるのか、

また今後、この１年間で言ったらやっぱ

り実績は確かに少なかったと思うんです

けれども、同じように見込んでの予算に

なっているのかどうなのかをお聞かせい

ただきたいと思います。

　あと、６２ページに、特定健診・特定

保健指導事業、ここでまた臨時職員の賃

金が出てくるんですが、これも先ほどの

災害時要援護者支援と同じように、緊急

雇用の活用なのかなと認識してますけれ

ども、ここの職員の仕事、どういう中身

で動いてもらうのか、これについても先

ほどの分とあわせて聞いておきたいと思

います。

　次に、高齢介護課にかかわる部分で何

点かありますが、一つは概要の４０ペー

ジ、せっつ高齢者かがやきプラン策定事

業で、第５期かがやきプランが作られま

した。そういう状況の中で、確か今日ま

でがパブリックコメントの市民意見を集

めるということになりますけれども、きょ

うまでということなので、なかなかその

中身については、まだまだ把握できてな

いのかなと思うんですけど、もし特徴的

なこういう声が出てるんだということが

聞けたらお聞きしたいと思います。
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　それから、同じ４０ページになります

が、福祉有償運送運営協議会実施事業、

これは前にも一度聞かせてもらったこと

があるんですけれども、８，０００円と

いう予算で、福祉有償運送、この北摂地

域の協議会が開かれているということだ

と思うんですけれども、この間所管で言

いましたら、市内交通の問題を土木下水

道部の道路交通課のほうで、市内のバス

路線の充実をということなどが言われて

る中で、そうならない、民間のバス事業

者との競合の問題、またタクシー会社や

いろいろとある中でということがあると

思うんですけれども、この福祉有償運送

とかの協議会の中では、そういうことは

話題と言いますか、議論として上がって

くるのかどうか聞いておきたいなと思う

のと、高齢者移送サービス、これは事業

が違いますけれども、今回移送車を１台

ふやすということで、私は一定前進面だ

と思ってるんですけれども、ただ現状は

車いすの方のみの利用に限られると認識

してますし、高齢者が地域の中で、やっ

ぱりさまざまな活動に参加していく際に

地域の足となるような交通ということで、

庁内で協議をやられてる中で、高齢介護

課として、どういった声を挙げていって

るかというか、どのようにかかわってき

ているかということをお聞かせいただけ

たらと思います。

　次に、生活支援課にかかわってなんで

すが、概要５６ページのところで、生活

保護事業２６億９，２６２万４，０００

円ということで、去年と比べて、また約

１億円ほど増額になっています。見てま

したら、職員を１名増ということになる

のかなということで見てるんですけれど

も、そのあたりの今の状況についてお聞

かせいただきたいのと、それから気になっ

てるのが、決算のときにも少しお聞きし

たんですけれども、府の補助金で、住宅

手当緊急特別措置事業の補助金、生活保

護受給者就労支援事業の補助金というの

がそれぞれ出てて、今年歳入のところを

見てましたら、そのうちの住宅手当緊急

特別措置事業のほうは、去年の予算と比

べると半額に減ってるなということなん

です。それで、この事業の中身が、この

予算概要で、事業ごとに書かれていると

ころに上がってないので、具体的にどう

いう動きをしてるのかわかりにくいとい

うことで、決算のときには意見を言って

いたんですけれども、この減額というか、

去年と比べて半額になってるところが、

実績に基づくことなのかなとは思うんで

すけれども、そのあたりが記されてない

のでわかりませんし、お聞きしておきた

いと思っております。できれば、そうい

うのも事業の中身であったほうがいいの

かなと思いますので、よろしくお願いい

たします。

　あと、障害福祉課にかかわる部分です。

今回、これは概要４６ページになります

が、重度障害者・難病患者等支援事業と

いうことで、３００万円増額になってま

す。これまでは難病患者等の支援事業で、

福祉金の給付ということで、水道料金の

減免制度からのシフトかなということで

説明を受けたと認識しておりますが、以

前は重度障害者の個人給付があって、そ

れが一たん経費の中ではなくなって、ま

た再開という経緯になるのかなと認識し

てるんですけれども、そのあたりの状況、

今回それに至ってる経緯をお聞きしたい

のと、これも事務事業評価で去年出され

てる部分で、これは評価が改善の上で継

続ということでなってたかと思うんです

が、ある意味改善されて継続になってる

のかなと思うんですけれども、ここのと

ころ、検討の中身を詳しくお聞きできた
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らなと思っております。

　４８ページの、市立ふれあいの里運営

事業、市立障害児児童センター運営事業、

これが昨年の予算と比べると大分予算が

減ってるなと思います。マイナス９００

万円、マイナス１，３００万円という状

況です。制度の変更によるものなのか、

その事業の中身によることなのかをお聞

かせいただきたいのと、それから、障害

児支援事業が、１億２，１４９万６，０

００円、この障害児童センターの絡みは

ここのところも影響しているのかなとは

思っているんですけれども、このあたり

の予算組み、細かくなるかもしれません

けれども、少し教えていただきたいとい

うこと。それから、障害者関連施設等Ｐ

Ｒ誌作成事業、バリアフリーガイドマッ

プを作成するということで説明を聞いて

おりますが、これも緊急雇用の助成金の

活用なのかなと思いますけれども、ここ

の具体的中身もお聞かせください。

　あと、通所サービス等運営安定化事業

で１，４５０万円、自立支援法に切りか

わって以降支援補助金がなくなって、そ

の後やっぱり通所サービスの事業所の運

営実態を考えると、何かしらの支援が必

要だということをどうしてもお願いもし

て、こういったところに反映されている

のかなと理解してるんですけれども、こ

の中身の説明をいただけたらなと思って

おります。

　あと、作業にかかわって、１点。府の

補助金で、権限移譲の交付金が今回、歳

入の４４ページに上がっておりましたけ

れども、昨年と比べると２００万円増と

いうことでふえております。この増加分、

権限移譲にかかわる具体的な市の仕事の

中身に変化があったのかどうか、これも

お聞きしておきたいと思っております。

○森内一蔵委員長　順次わかるところか

らいきましょうか。

　門川課長。

○門川自治振興課長　自治振興課にかか

わりますご質問にご答弁させていただき

ます。

　まず、概要の防犯灯事業の関係で、平

成２３年度と２４年度の予算の関係で、

約２００万円ほどの光熱水費は電気料金

になりますので、これを増額させていた

だいてますのは、原発等の関係で、関西

電力のほうも原子力発電のほうが今停止

になっておるかと思います。請求書等電

気料金を見ていただければわかるんです

けども、燃料費調整制度というのがござ

いまして、当然原子力から火力発電等に

変わりますので、その関係で燃料費がアッ

プしてくるということで、平成２３年度

は一灯当たり約２３０円で換算しており

ましたが、２４年度は２５５円という算

定をさせていただきます。それに基づき

まして、約６，４００灯の防犯灯を管理

しておりますので、それでその分増額と

いう形になっております。ただ、２３年

度の経過を見てみますと、８月ごろから

燃料調整額が徐々にやっぱりふえていっ

ております。ただ、今後それが月額とし

て４万円、５万円という形にもなってく

るかと思いますので、そういうのを考慮

した上で、１灯当たりの単価をふやしま

した関係で、今回２００万円がふえた要

因でございます。今後について、当然Ｌ

ＥＤ化というのは進めてまいりたいわけ

なんですけども、今、水銀灯が約１００

灯、２３年度で８灯、水銀灯をかえてお

ります。あと残りの分についてまた順次

ＬＥＤ化にするんですけども、今回それ

とあと２０ワットの分の３８灯もＬＥＤ

化にさせていただきましたが、そのＬＥ

Ｄについては照度アップをしております

ので、電気料金的にはランクが１ランク
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上がりますので、電気消費としては同じ

という形になりますので、プラスマイナ

スゼロという形になっておりますので、

その分は金額的には上がっておりません

が、水銀灯につきましては２００ワット

の分を８灯かえておりますので、これに

ついては１か月当たり７００円ほどかかっ

てる分が、通常の場合２３０円ほどにな

りますので、それで大体５万円ほどとい

うのが減額になっています。

　次の問いの、文化ホールの機械警備の

４５万円ですが、今回予算書等に載せさ

せていただいてますのは、従前は摂津施

設管理公社の委託事業の中で、そうした

機械警備もしておりましたが、平成２４

年度は全庁的に機械警備についてまとめ

られまして、総合で入札をするという形

になりましたので、文化ホール管理事業

の中で４５万９，０００円を予算計上さ

せていただいています。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、市

民活動支援事業のイベント賃借料の計上

につきましてご説明申し上げます。

　今年度で言いますと、３月にロビーコ

ンサートを企画しております。その際の

ピアノの借り上げ料を執行するものであ

ります。コミュニティプラザでは、関係

部署が屋内屋外を問わずに、さまざまな

イベントを開催されるようになっていま

す。ウィズせっつフェスタ２０１２も明

日開催されますが、屋外テント等の備品

等につきましても、関係部署間で調整し

てイベント時に借り上げるものでござい

ます。

　また、南千里丘まちづくり協議会でい

ろいろなイベント等を企画いたします。

市のかかわりに応じた対応ができるよう

に計上してるものでございます。

○森内一蔵委員長　上村センター長。

○上村環境センター長　環境センターに

かかわる２点についてお答えします。

　光熱水費ですけども、予算で１，００

０万円減させていただいてます。センター

の光熱費というのは、電気料金と上下水

道料金、ＬＰガスがあるんですけど、わ

ずかですけども、ほとんど電気料金と上

下水道料金です。

　平成２３年度は、特に震災がありまし

て、関電から大口需要家に対して節電要

請がございまして、特約契約、夏場の７・

８・９月と、まだやってるんですけど冬

場の１・２・３月、これで昼間の１３時

から１７時までの時間帯を２０％オフに

して、できたら減額してもらえるような

内容です。そういう節電効果があったと

いうことと、あとエコアクション２１、

これ２１年３月に取得しておりますけど

も、それの内部努力の効果が、電気料金

と上下水道料金に出ております。それを

踏まえまして、来年度契約電力を思い切っ

て、平成２３年度１，０３７キロワット

から来年度９００キロワットに下げて、

電力の消費を抑えるということで減額に

なっております。大体電気料は８００万

円、上下水道料金が２００万円ぐらいの

減額を見込んでおります。

　次に、修繕料ですけども、平成２２年

度は２億４，０００万円、２３年度は１

億９，８００万円ということで、２４年

度は１億２，９００万円を計上しており

ます。２２年度、２３年度の修繕料の主

なものとしまして、特に緊急を要する修

繕がありました。排ガス洗浄装置と言い

まして、燃やした後の有害物質を外に出

さないように処理するような装置なんで

すけども、それが経年劣化によって穴あ

き等が生じまして、修繕が生じました。

それが、両年度１件につき９，０００万

円を超える修繕があったということで、
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２２年、２３年度ふえたという要因でご

ざいますけども、平均２億円要りますよ

ということで、今まで修繕料は言わせて

もらってるんですけども、２２年度は機

能検査をやりまして、長寿命化計画を立

てる準備に入っております。２４年度は

それを見据えて、最低限の定期整備にと

どめるということで、２４年度に２５年

度を見越した修繕計画を見据えておった

関係で、１億２，９００万円ということ

でかなり低く抑えているということでご

ざいます。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　市民課にかかわります

住居表示システム整備委託料について説

明申し上げます。

　市民課におきましてやっておりました

住居表示事務につきましては、システム

を導入してから１０年以上たっておりま

して、データの管理等をしていく上で、

どうしてもバージョンアップが必要になっ

てまいりました。そのバージョンアップ

と同時に、市内に街区表示板を立てて、

何丁目何番というのを上げさせてもらっ

てるんですが、それの貼ってある位置で

ありますとか、傷み具合という部分を調

査していきたいなという希望もありまし

た。その二つで予算要求をして、財政課

と協議し、この事業を緊急雇用対策事業

という形でさせていただくことになりま

した。　内容につきましては、先ほどご

説明させていただいたように、システム

のバージョンアップと同時に、市内に約

４，６００か所設置されてる街区表示板

の位置情報等を、住居表示システムの中

に落とし込んでいくという作業になりま

す。

　緊急雇用対策事業の効果としましては、

調査等の人件費が緊急雇用対策事業で見

ていただける形になります。この緊急雇

用対策で雇われる方については、こうい

う調査の経験がありますとか、測量等に

立ち会うこと、またコンピューターシス

テム等に入力していくということで、技

術の習得ができるということで、今後の

雇用にもつなげていくということで、こ

の事業の補助の採択がされるものと考え

ております。

○森内一蔵委員長　土井参事。

○土井生活環境部参事　それでは、環境

政策課にかかわります２点についてお答

えさせていただきます。

　まず、自動車騒音常時監視分析評価の

委託料でございますが、これは国や府が

環境基準の設定また自動車騒音の対策の

基礎資料を得るために、今まで大阪府が

実施していた事業でございます。それが

昨年、騒音規制法の一部が改正されまし

て、大阪府から市のほうでこの業務を行

うことになったことから、今回委託料と

して計上させていただいているものです。

　内容につきましては、主な府道の騒音

を測定しまして、周辺の土地利用を勘案

して解析等を行うものでございます。結

果につきましては、府また国への報告を

することになっております。

　次に、温暖化防止対策についての取り

組みでございますけれども、温暖化防止

につきましては、やはり市民一人ひとり

が個々に取り組んでもらうことが非常に

重要なことと考えております。そのため

に、今回計上させていただきましたゴー

ヤにつきましても、今までは公共施設と

いう形で取り組んでおりましたけれども、

市民の方々に配布することによってより

広げていきたいと、また今まで取り組ん

でおります環境家計簿におきましても、

募集時について、地球温暖化についての

説明もさせていただきながら、自分のエ

ネルギー使用量を知ってもらうには非常
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にいい方法と考えておりますので、でき

るだけ環境家計簿事業を広げていきたい

と考えております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

わります質問３点についてお答えさせて

いただきます。

　まず、リサイクルプラザの整備につき

ましては、市長答弁でもありましたよう

に、平成２３年度から計画の着手のほう

を進めておりましたが、昨年の東日本大

震災によりまして、国の交付金が得られ

ないということで、府との協議をずっと

続けておりましたが、やはり交付金は満

額出ないということで、１年間の見送り

をさせていただきました。でもやはりご

みにつきましては、市で発生したものに

ついては市内で処理するということが原

則でございますから、その点については、

来年度計画を進める方向で考えておりま

す。設計費につきましては、また補正の

ほうで上程させていただく予定で考えて

おります。

　２点目、ごみ収集処理に関する処理事

業についてでございますが、こちらの予

算につきましては、平成２３年度から委

託しておることによりまして、人件費を

除いて約４，０００万円減額になってお

ります。やはり委託したことによって、

一番委託料が減額になっております。広

域廃棄物処分場処理委託につきましては、

処分委託の方法が変更になったことによ

りまして、全く使っていない状態でござ

います。

　それと資源ごみの収入がふえておる理

由につきましては、昨年１０月に売却単

価が変更になっております。アルミ缶が

４５円から５５円、スチール缶が９円か

ら１１円、ダンボールは２円から４円、

新聞は２．５円から５円、雑誌は１円か

ら４円、古布は２円から２．５円といず

れも、市場価格の単価が上がっているこ

とから価格の変更を業者のほうに求めて

おりまして、収入が上がっております。

　一つ抜けておりました。現在の委託し

たことによりまして、収集体制がどうなっ

ているかについてでございますが、こち

らについては現在のところ問題なく委託

収集業務を行っているところでございま

す。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後０時４分　休憩）

（午後１時１分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、休憩前に

引き続き再開をいたします。

　答弁を求めます。

　鈴木課長。

○鈴木生活環境部参事　それでは、弘委

員の４点の質問にご答弁申し上げます。

　まず、予算概要７２ページの農業地域

力創造推進事業の名称が変わっているこ

とにつきまして、ご答弁申し上げます。

　これは、国の事業の名称の変更に伴い、

その整合性を図る観点から事業名を変更

いたしました。事業の内容としましては、

国の所得補償の関係や効果の高い農業へ

の交付金、またプラン策定の事業となっ

ております。市の事業名が変わることは

極力避けたいとは思っておりますが、制

度の内容が変わりましたので、今回見直

しをさせていただき、名称を変えており

ます。

　次に、消費生活相談ルームの予算が増

加していることについて、ご答弁申し上

げます。

　委員ご指摘のとおり、これは地方消費

者行政活性化補助金を活用しまして、消

費者被害を未然に防止する観点から、啓

発事業を強化するために予算計上してお

ります。その内容としまして、消費生活
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相談ルーム専用の着ぐるみを作成し、イ

ベントや駅前での街頭啓発に活用しまし

て、広く市民に賢い消費者となっていた

だけるよう周知に努めてまいりたいと実

施するものです。

　続きまして、企業立地等促進条例の中

小企業の視点はどうかというところにつ

きまして、ご答弁申し上げます。

　本会議でも３件の中小企業の相談があ

りますとお答えしております。その３社

のうち１社が、３月７日に企業立地の奨

励金の申請をされました。こういうこと

を見ますと一定、中小企業に配慮した基

準に基づいて実施したものが成果として

出てきたのではないかと認識しておりま

す。

　最後に、企業立地等促進啓発及び事業

所実態調査事業の内容につきましては、

これは緊急雇用の予算を使いまして、失

業者７名から８名を雇用しまして、市内

の約３，８００の事業所を調査いたしま

す。調査とともに事業所へはアンケート

をお願いしまして、事業所の現状の把握、

また事業所の思いを情報収集しまして、

第４次総合計画の商工業の活性化の目的

達成に向けました貴重な資料として収集

したいと思っています。その収集しまし

た情報につきましては、事業所データベー

スに登録し、今後の活用を図ってまいり

たいと考えております。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課にかかる内容に関して、ご答弁申し

上げたいと思います。

　まず、新たな重度障害者、難病患者等

支援事業について、以前の手帳の福祉金

制度の差違は何かということなんですけ

れども、以前の手帳の福祉制度に関しま

しては、特に所得制限等もなく、重度や

軽度の方まで、金額の差はございますが、

個人給付としてさせていただいていた経

過がございます。今回の制度に関しまし

ては、まずは最も必要な方ということで

重度の方を対象にさせていただいており

ます。身体障害者手帳でしたら１・２級、

療育手帳でしたらＡ、Ｂ１、精神保健福

祉手帳でしたら１・２級の対象の方の非

課税の世帯の方を対象にしているという

ことで、大きく制度の趣旨が違うのでは

ないかと思っております。

　また、特定疾患の制度の見直しという

ことによって、対象を今回させていただ

いたという趣旨でございます。特定疾患

福祉金の制度に関しましては、特定疾患

医療証を給付されている、大阪府の制度

なんですけれども、その対象の方に関し

まして、福祉金という形で一定額を給付

させていただいていた制度なんですけれ

ども、今回の拡大の中で対象者を拡大す

るとともに、その世帯に関しましては、

世帯の対象の非課税世帯の方というよう

な形での見直しをさせていただいており

ますとともに、１０月１日ということを

基準にして考えております。年額に関し

ましては、１万２，０００円ということ

を考えておりますが、平成２４年度に関

しましては、半年分ということで６，０

００円の給付を予定している状況でござ

います。

　２点目の市立ふれあいの里運営事業等

の運営委託料の減については、どのよう

になっているのかということなんですけ

れども、平成２３年度に関しましては、

身障老人センター等のエレベーター等の

新しい更新の工事や、ひびきはばたき園

等の改修工事、食堂のスペースを広げた

りというような改修工事、あと農作業の

スペース等をつくりまして、そういう予

算のほうを平成２３年度は計上させてい

ただいておりました。平成２４年度に関
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しましては、そのような事業がなかった

ということでの予算の減になっておりま

す。

　市立障害児童センターの運営委託料の

減に関しましては、１点目は委員ご指摘

のように新たな児童福祉法の改正によっ

て、相談の事業をつくる必要があるとい

うことで、この市立の障害児童センター

のほうから総合相談支援センターのほう

に職員が異動になっております。相談と

支援というのを一定分ける形で、今回考

えさせていただいたということで、職員

の異動によるものが一つと、あとはこの

平成２３年８月に３年間休職されていた

方が退職されまして、休職されていたと

いうことで復職があり得ましたので、そ

の方の復職したときのための予算を計上

させていただいておりました。退職に伴っ

て、その予算の計上が必要なくなったと

いうことでの内容でございます。

　障害児の通所の支援の事業の中身につ

いて、どのような中身なのかということ

なんですけれども、今回の児童福祉法の

改正で、通所の児童の施設が平成２３年

度までは大阪府が実施の責任ということ

で事業を運営しておりましたが、この法

律改正によって市が実施の責任というこ

とになりました。摂津市の場合でしたら、

つくし園の給付に関しましては、今まで

は大阪府が給付しておりましたが、市の

ほうで給付するという形や、あと吹田の

療育園等に関しましての支出に関しまし

ても、市のほうで給付するというように

なっております。また、今まで自立支援

法の中で、児童デイサービスと呼ばれて

おりましためばえ園等に関しましても、

今回一本化され児童福祉法になりました

ので、この通所のサービスの事業に児童

デイサービスの事業もなっております。

　先ほどお話しさせていただきました相

談の事業が、この事業の相談支援の事業

ということで計上させていただいており

ますとともに、高槻にあるウィルという

児童のデイサービスが、この平成２４年

４月以降児童発達支援事業になりまして、

今まで大阪府のほうで一定負担しており

ました負担の補助の部分を、各市利用に

当たっての負担をするということでの負

担金の給付の分の予算を計上させていた

だいております。

　次に、障害者関連施設等ＰＲ誌の作成

事業についての中身についてということ

なんですけれども、緊急雇用の事業とい

うことで、今回させていただきまして、

内容といたしましては、障害のある方を

雇用していただきまして、その方々に市

内の生活や商業、文化、スポーツ、娯楽

等の施設等を中心に調査していただきま

す。主なその内容としましては、バリア

フリーの状況等を確認していただき、そ

れをマップにすることによって、障害が

ある方や高齢の方が町の中を歩きやすい

ようにできたらというような冊子をつく

れたらなと思っております。

　また、市内の障害者の授産施設等を紹

介することによって、少しでも授産製品

の受注の機会を拡大できたらというよう

な、紹介冊子等の作成を今回考えておる

というような状況でございます。

　あと、通所サービス等の新たな運営の

補助の事業に関しまして、どのようになっ

ているのかということなんですけれども、

この平成２３年７月をもって福祉作業所

等が移行をすべて完了して、移行支援の

補助金ということに関しましては終了さ

せていただきました。ただ、平成２４年

度以降も自立支援法の施設としてやって

いくには、何らかのやっぱり運営の安定

の補助は必要ではないかということで、

市内の作業所等を中心に幾つかの事業の
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メニューを考えさせていただいておりま

す。

　１点目といたしましては、重度の障害

者の方に関しまして、特に障害程度区分

というのが１から６まであるんですけれ

ども、５、６の方に関しましては通所１

回当たり１，０００円で３、４の方に関

しましては５００円の事業所に関する補

助の制度等や、また工賃等が月額１万８，

０００円を超える利用者に関しましては、

その事業所とそういう支援の努力をして

ただいているということで、月額２，０

００円等の補助、今回、自立支援法の改

正で、送迎に関しましての一定規模の事

業所に関しましては、給付費の中で組み

込まれるというような制度がございまし

たが、小規模の事業所に関しましては、

そういう加算の制度の対象にはなってい

ない事業所もございますので、そういう

事業所に関しましての補助制度、以前の

移行支援の補助金等にもありました、そ

ういう補助の制度を考えております。

　また、事業所の開設に関しましては、

なかなかやっぱり就労関係の事業所がご

ざいませんので、そういう就労関係の事

業所に関しましては開設の補助という形

で考えておる状況でございます。

　それと、この権限移譲の入のほうがふ

えているのはなぜかということなんです

けれども、権限移譲に関しましては、精

神保健福祉手帳が４月から、身体障害者

手帳が１０月から受けさせていただいて

おりますので、来年度身体障害者手帳が

１年分ということでの入の状況でござい

ます。

　その経過に関しましては、簡単にご説

明させていただきますと、現在、精神保

健福祉手帳でしたら、平成２２年度は４

８．２５日、大阪府の場合はかかってお

りましたが、現在、この直近でしたら１

６４件のうち、平均３０．０６日という

ことで約１８日強短くなっているという

ことで、受けることによってのサービス

の向上が見られたのかなと。同じく身体

障害者手帳、半年ほどですけれども、平

成２２年度でしたら３４．６４日かかっ

ておりましたが、この１０月以降２２．

７６日ということで、これも１２日弱と

短くなっておりますので、受けることに

よってのメリットということが出てきて

いるのではないのかなと思っております。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　弘委員からのご

質問の高齢介護課にかかります２点につ

いて、お答えいたします。

　まず、１点目の第５期かがやきプラン

策定にかかりますパブリックコメントの

状況ということでございますが、これに

つきましては、２月１７日から３月９日

までの３週間ということで、市役所、公

民館等の公共施設やホームページを利用

しまして募集しております。昨日、３月

８日現在で、３名の方から７件のご意見

が寄せられております。

　具体的に例を申し上げますと、前期高

齢者の就労・就業ということで、職場の

開拓などが重要と考えますというような

ご意見。

　それから、国のほうが新たに取り上げ

ておりますサービスつきの高齢者住宅の、

摂津市としての整備計画についてのお問

いと、それから整備を進めてほしいとい

うご意見。

　それから、３点目としましては、介護

施設の空き状況とか待機状況などの詳し

い情報提供をしてほしいというようなご

意見。

　それから、その他介護保険を必要とし

ない、お元気な方への健康祝い金という

ような現金給付をすればどうかというよ
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うなご意見。

　そういったご意見、合計７件が寄せら

れているというところでございます。

　３月２６日にかがやきプランの最終の

推進会議を開催いたします。そこで最終

案ということで取りまとめをして、府を

通して法定協議を踏まえて、年度末に確

定というスケジュールになっております。

　次に、もう１点、福祉有償運送運営協

議会の負担金に関連しまして、高齢介護

課として、高齢者の方の外出とか移動の

支援について、どう考えるのかいうお問

いだったかと思いますが、この北摂ブロッ

クの福祉有償運送運営協議会につきまし

ては、そのブロック内で運営をされてい

る、例えばＮＰＯ法人等の福祉有償運送

について、新規の場合は、その計画内容

が適切なものかどうかというような審査、

それから事業の変更をされる場合は、そ

の変更内容が適切かどうかの審査、ある

いは更新の手続といった審査が主な役割

となっております。そのほかに、例えば

料金設定についての情報収集であるとか、

他のブロックの状況の研究などをしてい

るということで、特に広域的な交通網に

ついて検討するとか、そういった内容に

ついての議論はされていないということ

であります。

　本市の高齢者の移動、外出の支援です

が、現在、土木下水道部で市内の交通網

について検討されているということは聞

いておりますが、高齢介護課としては、

その検討会の中には参画はしておりませ

ん。現状では車いすが必要な方であると

か、移動が特に困難な方についてのサー

ビスの充実ということを優先的に考えて

おります。ただし、高齢者の方にどんど

ん地域に出ていただくという意味では、

外出、あるいは移動の支援というのは重

要な課題と認識しております。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　まず、本市の生活

保護の状況についてお答えします。

　生活保護受給者の状況につきましては、

近年、毎年増加し続け、過去１０年間で

約２倍となっております。特に、平成２

０年秋の金融危機以降、伸び率が急激に

高くなり、１０％を超える状況になりま

した。この伸び率につきましては、昨年

度に入り、１けた台に下がりましたが、

経済状況が好転しなければ、今後も被保

護者数の増加が続くものと考えています。

また、日本の人口構造から今後ますます

高齢化が進む中、生活保護につながる方

がふえてくるものと考えています。

　本市の最新の状況は、今年２月の時点

でございますが、世帯数１，００５世帯、

人員１，４０２人が受給しています。対

前年度同月比で、それぞれ５％の増加と

なっております。その世帯の内訳は、高

齢世帯が４４５世帯で全体の４４％を占

めております。次に、傷病世帯が１９２

世帯で全体の１９％、その他の世帯が１

８２世帯で１８％、母子世帯が１０７世

帯で１１％、障害世帯が７９世帯で８％

となっております。保護率では１６．６

‰でございます。

　職員の状況につきましては、平成２３

年度当初にケースワーカー１名を増員し

ました。また、今年度から社会保険労務

士を１名雇用し、年金調査を依頼してお

ります。

　次に、予算書４４ページの住宅手当緊

急特別措置事業補助金が昨年度に比べ、

半減していることについてお答えします。

　本事業は、住宅及び就労機会の確保に

向けた支援を行うことを目的とする事業

で、平成２１年１０月から実施しており

ますが、昨年１０月から、ハローワーク

が実施する求職者支援制度が始まった前
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後から、利用者が激減している状況にあ

ります。

　両制度の具体的な支援内容を見ますと、

住宅手当は家賃分だけの補助になります

が、求職者支援制度では、月額１０万円

の給付と職業訓練が受けられる内容で、

住宅手当よりも求職者支援制度のほうが

求職活動をする利用者にとっては、生活

も安定し、魅力があるように考えます。

　なお、住宅手当につきましては、当初

平成２４年９月までの３年間の限定事業

としてスタートしましたが、新規受け付

けが平成２５年３月まで、事業の終了が

平成２５年１２月まで延長される状況に

ございます。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課にかか

ります６点の質問にお答えいたします。

　まず、活動拠点の整備の今後の見通し

や考え方についてでございますが、平成

２４年度は第五中学校区の整備を進めて

まいりますが、本市におきましては、地

域福祉活動は校区福祉委員会が中心的な

存在を担っていただき、活発に活動をい

ただいております。

　現在の活動は、地域福祉活動拠点や公

民館・集会所・小学校・スポーツセンター

で、各地域の特性に応じた内容を企画し

開催されておりますので、地域福祉活動

拠点の整備においては、その拠点を活用

いただきます校区福祉委員会と連携を図

りながら、それぞれの地域の活動に最も

適した活動拠点のあり方を検討し、整備

を進めてまいりたいと考えております。

　２点目、災害時の要援護者の支援事業

といたしまして、臨時職員賃金を掲載し

ておりますが、これは先ほどおっしゃっ

ていただいたように、緊急雇用促進事業

で事務員１名を予定しております。業務

内容ですが、平成２３年度に要援護者台

帳の整備を進めましたので、平成２４年

度は対象となった方々への同意の作業を

したり、台帳の更新等の業務を行う人員

として予定しております。

　３点目、健康せっつ２１の推進事業に、

平成２４年度が最終年として調査をして

まとめてまいりますが、平成１３年度に

当初調査をして、平成１４年度にこの計

画を策定いたしましたので、この平成２

４年度が最終年ということで、今までも

平成１８年と２２年度に中間的な評価を

してまいりましたが、最終年におきまし

ては市民の方々の健康づくりに関する意

識調査等を調査いたしまして、評価・ま

とめをしていきたいと思います。

　保健福祉部のみでこの健康づくりを推

進するものではございませんので、各関

係課にわたって取り組んでいただいてお

りますので、関係各課、関係団体に活動

状況等を調査させていただいて、まとめ

ていきたいと思っております。平成２５

年度に、新たな計画に活用できるように

持っていきたいと思っております。

　もう一つ、健康管理システムの新たな

利用料についてということのご質問だっ

たかと思いますが、現在使用しておりま

す健康管理システムの保証が平成２４年

度終了となっていきますので、新たに平

成２５年度からの健康管理システムの使

用に当たっては、今までの分にあわせて

利用料方式で検討して準備を進めている

ところでございます。

　４点目、妊婦健康診査の委託料が減と

なっておりますが、妊娠届け出数も少し

減少してきております。里帰りの分娩で

の利用で還付をいたしますので、実費負

担額を少しふやしておるというような状

況です。

　感染症の予算減に関しましては、平成

２３年度に開始しました３ワクチン、子
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宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・

肺炎球菌ワクチンの接種がスタートでし

たので、少し接種率を高く見積もってお

りました。それを平成２４年１月までの

実績等を見まして、接種率をもう一度見

直しまして、減予算としております

　６点目、特定健診・特定保健指導の中

に緊急雇用促進事業の職員を１人保健師

で予定しております。この保健師の業務

といたしましては、特定健診後のフォロー

の強化ということで、生活習慣病の予防

とか、生活習慣の改善指導をもう少し進

めて、健診後のフォローを強化するとい

うことを考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目の質問を

させていただきたいと思います。

　順を追っていきたいと思うのですけれ

ども、自治振興の防犯灯にかかわっては、

なるほど電気料金の値上がりを考えてと

いうようなことでありますが、ＬＥＤ化

で節電ということも一定効果はあるけれ

ども、それ以上に増加になる、そういう

要因が多いということですね。そうした

こともあります。社会情勢的なそういう

変化というようなことも、もちろんある

わけですけれども、今後更にＬＥＤ化を

進めていくということを一気には進めら

れないというようなことは、この間の議

論もある中では理解しているんですけれ

ども、努力していただけたらと思ってお

ります。

　あと、機械警備の関係ですね。総務で

一括して入札を行うというようなことで、

今回予算書の中でも、これがでてきまし

たし、そのことによる効果というような

ことで、これまではそれぞれで個別でやっ

ていたときよりも、コストとしては下が

るということになるのかなと思うんです

けれども、原課のほうでなかなかそこら

あたりは把握できているのかわかりませ

んけれども、以前どれだけかかっていた

のかというようなことが、これまでの予

算にのってませんから私どもとしても把

握できませんので、もしわかるようでし

たら、そこらあたりを教えていただけた

らなと思います。

　次に、市民活動支援のかかわりでイベ

ント設備の、ロビーコンサートでピアノ

を借用、また屋外テント等々というよう

なことで、今ご説明がありましたが、４

４万円ということの予算がですね、私は

少ないのかなということを思いまして、

いろんな市民活動団体がやられるときな

んかは、そちらに負担してもらうという

のももちろんあるんだろうなと思うわけ

ですけれども、この間１年間を見たとき

にもいろんなことをやられていると思い

ますし、また、もしかしたらほかのとこ

ろから予算をとってくるというようなこ

ともあるのかなと思うんですが、活発に

コミプラを利用していくというようなこ

との中で、また考えていってもらえたら

なと思います。この分は答弁は結構です。

　市民課にかかわる住居表示事務事業、

ご説明いただきましたが、システム導入

から１０年、バージョンアップが必要で

ということであります。２年ほど前から

予算要望はしていてというようなことの

説明があったかと思うのですが、この事

業ですよね、街区表示をしている電柱や

らさまざま壁やらに張っている何丁目何

番みたいなことが書いている、そういう

表示の傷みぐあい、確かにもう傷んでい

てとか、あるのにその上から何かが貼ら

れていて見えなくなっているとかがある

と私も認識しております。４，０００か

所ほどあって、それの位置情報を実際に

それぞれ町を歩いて確認もして、どうい

う状況かというようなことを確認をとっ
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ていくということなんだろうと思います

が、今回緊急雇用対策の補助金がついた

からというようなことで実施になったわ

けですが、これ、そういうのがなかった

らずるずると後回しになるのかなという

ことも、先ほどの答弁では感じましたし、

今回委託でこの事業をやっていただくと

いうことになるわけですが、ほかの緊急

雇用のさまざまなメニューを見たときに

も、それがもちろんその場では雇用につ

ながって、説明をいただいたようにいろ

いろなスキルアップとかにもつながるよ

うな中身になるんだろうなということを

お聞きしましたけれども、こういうのが

妥当なのかな、どうなのかなというよう

なことが気になります。このことについ

ては答弁は結構ですけれども、今回この

補助金が仮につかなかった場合は、どう

されていたのかなというようなことが気

になりますので、ご答弁いただけたらと

思います。

　環境業務課にかかわる分ですけれども、

先ほどの答弁の中では、リサイクルプラ

ザの施設整備の基本設計が、今回は当初

予算に上がっていないけれども、必要で

あれば補正予算に組むということになろ

うかと思うのですが、本来当初予算にの

せるべきでなかったのかということも思

います。５００万円ということで金額が

あるわけですから、現時点では今年度や

るのか、来年度になるのか、それがわか

らないということで、今回予算にのらな

かったということで受けとめておけばい

いわけですかね。さまざまな状況での判

断ということになってくるかと思います

けれども、しっかりと検討を進めていっ

ていかれるように、このことも答弁は結

構です。要望としておきます。

　あと、ごみ収集処理事業の委託の関係

での予算の変動ですが、平成２３年度の

執行の先のもとにそれぞれ減額なり増額

なりしているということでしたけれども、

若干補正予算で出ている金額との差異が、

不燃ごみに搬出処理委託料のところが違っ

ているのかなということで思いまして、

議案第９号の補正予算のところでは、不

燃ごみ搬出処理委託料で１，６００万円

が不用額でなっていたかと思うのですが、

今回昨年との差で１，９００万円減って

いる、３００万円ほど。これ差があるよ

うに思いまして、ここを念のため確認し

ておきたいので、ご答弁いただけたらと

思います。

　それから、資源ごみの売却収入の関係

で、１０月に価格の変更がありましたと

いうご説明でした。ですから、およそ半

年ですね、ちょうど。その間で平成２３

年度の補正のほうでは６４万円プラスと

いうようなことだったのですが、それに

してみたら平成２４年分の売却収入の見

込みですね、それは過大に多いのではな

いのかと思うのですが、そこらあたり等

をもう一度ご説明いただけたらと思いま

す。

　あと、環境センターにかかわるごみ処

理施設の維持管理事業で、光熱水費のほ

うのご説明をいただきましたが、契約電

力を下げることができるのかなという、

そういうこともあってということですが、

先ほどの防犯灯の関係では電気料金の値

上がりのことがふれられましたし、また、

これは仮にですけれども、例えば東北の

瓦れきの関係ですね、受け入れがあるの

かないのか。これはそういうことがかか

わってきたときに、契約電力は下げるけ

れども、実際需要の電力が足りなくなる

というようなことにはならないのか、そ

ういう検討がされているのか、お聞かせ

いただけたらと思います。

　修繕料にかかわる部分のほうなんです
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けれども、平成２５年度までの分を長寿

命化計画の中で、一定この平成２４年は

これぐらいにおさまるだろうということ

での説明をいただいたかと思うのですが、

やはりこの摂津市の環境センターのもろ

もろの問題というのが、やっぱりここで

長寿命化計画を組んでいっているわけで、

震災瓦れきは本当にその、もちろん感情

論で言いましたら、私も岩手に直接行っ

てきたり、ああいう光景も見ていますか

ら早急に何とかしなければならないとい

うことになるわけですけれども、それを

例えば、いろいろと自治体それぞれの事

情の差異はあってですけれども、摂津市

でその受け入れの能力がですね、この環

境センターの部分で考えられるのかどう

かのあたり、直接修繕料とは関係ないか

もしれませんけれども、聞かせていただ

けたらなと思います。

　環境政策にかかわる部分です。自動車

騒音常時監視分析評価委託料の分ですが、

これまで府が実施していた事業で、これ

までも言われてきたわけですが、法令に

よって、これは市がやることになったと

いうご説明だったと思うのですけれども、

府に報告して、また国への報告というよ

うなことで、この性格からしてみたら何

かしら府からなり、国からなり財源があっ

てというようなことなのかと思えば、そ

うではなくて全額一般財源のほうから、

この１３０万２，０００円は出ているの

かなと認識しますが、具体的にどういう

事業なのかなということも気になります

し、その予算的な何かしら手当がないの

かどうかということについて、お聞かせ

いただきたいと思います。

　あと、温暖化対策事業にかかわる部分

なんですが、この予算書に書かれている

部分の項目ですとか、あと先ほど説明い

ただきました環境家計簿のことなどです

が、環境政策課のほうで取り組んでいる

中身というのは、確かにそうなんだろう

なというようなことで理解しました。た

だ、エコオフィスの取り組みとかという

ようなことで言ったら、全庁的なそうい

う動きになってくると思いますし、また

先日、あれは都市整備部のほうから資料

配付で「みどりの風」ということの取り

組みのパンフレット・リーフレットをい

ただいて、府道の緑化とか、そういうこ

とも取り組まれていますし、産業振興課

でも今回の企業立地のメニューの中に壁

面緑化のやられる企業が出てくるような、

そういう話も聞いていますし、いろんな

温暖化対策、また環境に配慮したような、

そういう取り組みなんかが取り組まれる

中で、そういったところの取りまとめと

いいますか、こんなこともやられている

というようなこと、もちろん把握されて

いると思いますし、また今後のところで

すね、私気になっていると言いますか、

今回、自転車安全利用倫理条例を出され

ましたけれども、その交通安全はもちろ

んそうなんですが、やっぱり環境に優し

い乗り物というようなことで、注目され

ている自転車なんかの取り組みで、交通

安全ももちろん啓発するし、また環境の

ことも啓発するしというようなことなん

かのイベントとかを、これは環境政策な

んかも中心なってね、例えば取り組むよ

うな、そういうことも考えられるんじゃ

ないのかなということを思ったりするん

です。これは別に新たに事業を取り組ま

ないといけないかと言ったら、そんなこ

ともないと思いますし、ほかのイベント

なんかをやるときに一緒に取り組む、そ

のときに交通対策とかいろいろなところ

にも一緒にやろうと働きかけるような、

そういったことも環境対策課から環境政

策課に課名を変えるときに、そういうこ

－34－



とも一定必要だというようなことの議論

があったんじゃないのかなと思ったりす

るので、ぜひ今後の取り組みの中にも考

えていってもらえたらなということを思

います。これは要望としておきます。

　産業振興の点です。農業地域力創造推

進事業というようなことで名称が変わっ

てというようなことは、ただそれだけと

いうようなことではある意味ないと私は

思っております。やっぱり、名称にはそ

れなりに名前もあるし、意味もあるしと

いう思いも込められてくるというように

思うのですけれども、実際、この農業の

地域力創造というようなことが言われた

ときに、本当にそういう取り組みになっ

ているのか、国のやっている施策のとこ

ろにももちろんその疑問を持ってますし、

米の需要促進とかもどんどんやっていか

ないといけないと思っていますが、実際

はその減反をしてとかいうようなことと

か、いろいろやられて本当にその農業を

守るという、そういうことをもちろん摂

津市は都市型農業ということで言ったら

規模は小さいんですけれども、何かしら

そういうのも発信していけるようなこと

があればなと思いました。今、大きな流

れの中では、更にこういう小規模農業は

疲弊していってしまうようなＴＰＰへの

参加みたいな協議なんかがやられていて、

本当にこれは当事者の方、実際農業をや

られている方なんかにしてみたら、腹立

たしいという声も聞くわけで、そのあた

り感情的なものもありますけれども、こ

の名称が変わった、ただそれだけという

ことではないんだろうなということで、

押さえていただけたらと思います。こち

らも答弁は結構です。

　企業立地の関係ですけれども、今回、

中小企業のほうも、申請がことし３月７

日、一昨日、入ったというようなことで、

そのあたり一定喜ぶべきことかなとも思っ

ております。ただ、この事業自身で言い

ましたら、この厳しい経済状況の中でも、

それでもやっぱり投資を一定やれる体力

もある、そういったところについては、

よし頑張ろう的なことで、次につながる

制度かなと思っておりますし、この平成

２３年度にもう申請して、奨励金を受け

れるところというのは、そもそもこの制

度があるから投資をしたというよりかは、

もともといろいろと事業の中で、これも

活用してというようなことになっている

のかなと思えば、今後より一層、こうい

う事業があるから使って、今は厳しいけ

れども投資をしてという、そこのところ

まで引き上げられる援助ができるような、

そういうことの取り組みは大事だと思い

ますし、また代表質問等々でも、あの日

に挙げました具体的な中小零細企業の支

援というところも取り組んでいただきた

いなと思うのが１点と、それから緊急雇

用で今回取り組まれる事業所調査ですね、

このことに関しては、以前事業所データ

ベースのさらなる充実ということで議論

を委員会でもしていた際に、なかなか十

分ではないけれども、今の職員がやっぱ

り足で実態をつかんで、それでまた次の

動きに生かせていくんだというようなこ

ともね、決意を述べられていたと思う中

で、今回の動きというのは緊急雇用を活

用して、委託事業で回られる方というの

は、今回の訪問調査活動はするけれども、

設置の作業のことを重々把握して、そこ

から次につなげるために何かしら知恵が

出てくるとか、そういうようなことでは

残念ながらないのかなとも思うわけで、

だからそういった意味では、今、中小企

業を回っていくわけですけれども、その

回ってこられる事業者の方もね、市役所

から調査に来ましたという、そういう感
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じではなく、どこそこの会社からという

ことでね、市から委託を受けて調査に来

ましたという、そういうところに率直に

思いというかね、今の厳しい現状とかを

どうにかしてほしいというか、こういう

ことで頑張りたいとか、そういうことが

出てくるのかなということも不安材料と

してはあります。そういった意味では、

このやり方についてもしっかり検討もし

て、取り組んでいただきたいなというこ

とが１点と、やっぱりその緊急雇用対策

ということで、この産業振興にかかわら

ず、先ほど来、五つも六つもメニューを

多岐にわたってやられている、そういう

のが本当に雇用確保につながって市内の

みにはとどまらずと思うのですが、そう

いう趣旨がやっぱり活用されているとい

うことについては、何らかの把握もして

いってもらえたらなという思いもありま

すので、要望として言っておきます。

　あと、消費生活相談ルームの新しい着

ぐるみの製作というようなこと、イベン

トも行っていくというようなことですけ

れども、この間産業振興課で、セッピィ

の着ぐるみを商店街のいろんなイベント

での活用というようなことでやられてい

るのは承知していますけれども、今回の

この消費生活、消費者行政の活性化の部

分での新たな動きの面で、そのイメージ

がしにくくて、確かにこれまでのセッピィ

についても、何かしらイベントのときに

はあるなということなんですが、啓発と

いう点で、そんなに大きな効果ですね、

もっと何かしら活用ができないのかなと

いうことも思います。

　今回、また新しいもので、１体より２

体のほうが何かしら目立つのかなとかと

いうこともお考えかもしれませんが、こ

こらあたりはもう少し検討していただい

て、こういう形で活用していますよとい

う報告も随時してもらえたらなと思いま

したので、要望としておきます。

　次に、保健福祉課にかかわる部分です。

地域福祉活動拠点の関係で、新しい教育

研究所の部分はわかりました。校区福祉

委員会の活動が中心になって、さまざま

やられている状況というのは、これまで

も報告を受けているんですけれども、具

体的な三中校区の検討というようなこと

で言いましたら、まだまだこれからとい

うことになるんでしょうか。今、さっき

の事務事業評価なんかを見ていましたら、

やっぱり千里丘小学校の校区、千里丘の

５丁目・６丁目のあたりが、やっぱりそ

の自主組織という点でも手薄なのかなと

いうことを率直に感じますし、そういっ

たあたりですね、しっかり現状をつかん

で、また、もちろんその地元の皆さんと

しっかり協議もして、具体化していって

いただけたらなと思いますので、これも

要望としておきます。

　それから、災害時要援護者支援の臨時

職員の雇用にかかわっては、先ほどの産

業振興課のところよりも、更にやっぱり

この要援護者の方たちの実態把握ですが、

対象者の皆さんに同意をとっていく、そ

ういう作業をやられるというようなこと

では、単発で臨時で入ってもらう方にお

任せするということで本当にいいのかな

という、それは今、説明を聞いて思いま

した。要援護者の方たちというのは、高

齢者の方であったり、障害のある方であっ

たり、そういった人たちに、やっぱりそ

の具体的な様子の把握もしていかないと

いけないし、またその方たちにやっぱり

信頼をしてもらって情報をお聞きすると

いうことになると思うんですが、そうい

う点ではこの緊急雇用を活用してやると

いうのが適切なのかどうか、予算がつか

ないからこれを活用したということであ
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るんだったら、私は問題かなと思います

ので、ここらあたりお聞かせいただけた

らと思います。

　それから、健康せっつ２１にかかわっ

ての評価、この年度末に最終評価が出る

ということですね。健康管理システムの

２５年度からの利用料がこの予算の１４

２万円ととらえたらいいんでしょうかね。

そのあたり、これまでとこれからとシス

テムの支払いの関係が変わっていくとい

うこと、それだけなのか。システムその

ものがさっきのように更新なのか切りか

わるのか、そこは念のために確認で教え

ていただきたいなと思います。

　あと、妊婦健診の点では妊娠届けの数

が減少というようなことをお聞きしまし

たが、摂津市は他市と比べても特別出生

率が割と高い位置にあるのかなと認識を

していまして、そのあたり、ことしが傾

向として減っている、来年そういう傾向

に更になるのかなということを思えば、

それは余りうれしくないと言いますか、

そういう状況だととらえているのかなと

いうことで、今、南千里丘の開発なんか

の関係で、割と若い層が市内に転入して

くるということも見ていますし、また産

婦人科が新しくジュンレディースクリニッ

クですか、オープンするというようなこ

と、そういう状況もある中で、出生率が

減るのかなどうかなということについて

少し状況がわかるようでしたら答弁をお

願いしたいと思います。

　それで、ワクチン接種ですが、２３年

分は高く見積もっていたというようなこ

とでしたけれども、私、先ほど１回目の

質問でも言いましたが、やはりそうなら

ざるを得ない、ワクチン接種の利用を一

定控えるような、そういう要因があって

受ける方が少なかったのかなと認識して

るんです。だから、そのことで言ったら

２４年は２３年よりふえるんじゃないか

なということもある意味思うわけですけ

れども、そのあたり認識が食い違ってい

るようでしたらもう一度聞かせていただ

きたいと思います。

　あと、特定健診、特定保健指導の個々

の臨時職員の方は、保健師の方が入られ

るというようなことで、健診や特定保健

指導の中身を充実させる、強化させてい

く上で必要なんだなということで入れら

れるというようなことですので、ぜひ、

中身を充実していただきたいと。できれ

ばこれも継続でやっていただけるような

ことが望ましいのかなと思いますけれど

も、そこらあたりは要望としておきたい

と思います。

　生活支援課にかかわる住宅手当の特別

措置事業、これについては、求職者支援

制度が始まった等の関係、影響もあって、

２３年の実績が途中から急に減ったとい

うことでお聞きしましたが、この制度自

体をどの程度周知されているのかなとい

うことも気になります。生活支援課の窓

口に困って来られた方にこういう制度が

ありますよという紹介をして、はじめて

活用につながるというケースがほとんど

なのかなと思います。

　また、ハローワークなんかで紹介され

てということも、もちろんあるかと思い

ますけれども、そういった意味ではこの

制度についての周知、市のホームページ

なんかを開けてもこれは出てきませんし、

そう認識していて、ここらあたり、もう

ちょっとお知らせしていくことも要るの

かなと思っております。

　また、第２のセーフティーネットとい

う形でさ、まざまこの間行われているの

がこの住宅手当であったり、求職者支援

制度だったり、そういうことであります

から、そこもしっかりと取り組むことで
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やっぱり生活保護まで至らなくても、ま

た自立に向かったステップになっていく

とも思いますので、ここらあたりの取り

組みもしっかりやっていただきたいと思

います。

　あわせて、先ほど、今の保護世帯の急

激な増加ということを聞きしましたら、

やっぱりここらあたりは保護を実際に受

けられる方もそうですし、また、周りの

方も、保護を受けられていない方も周り

の状態というようなことは随分気にされ

ていると思うんで、そうした中で、保護

の制度の中身だったり、趣旨だったりと

いうようなことが正確に知らされずに、

あれは不正受給じゃないのかとか、あれ

はどうなっているのかとか、そういう質

問なんかが寄せられるケースがあると思

います。

　そういった意味では先ほどの住宅手当

制度だけじゃなしに、生活保護制度自身

も本当にきちんと正しく市民の方に理解

していただく、そういう何かしら方法が

要るのかなと思ってるんです。

　例えば、他市なんかの事例で、ホーム

ページを開いて生活保護というようなこ

とでの検索をした際に、保護のしおりと

いう冊子ですね、冊子そのものがアップ

されていて、それを、中身を確認できる

ということにしてある市もありますし、

あんまり一般の方、厚労省のホームペー

ジなんかは見たりしないですよね、ああ

いうのを見たらわかる部分も多いと思う

んですけれども、もうちょっと何かしら

市としての工夫とかもして、きちんと知っ

ておくことが差別を生まないと言います

か、そういうことにもつながると思いま

すし、実際、保護世帯の方たちで、なか

なか地域の活動に参加できない方が多くっ

て、そういうところも相談をいろいろ受

けたりもするんですが、やっぱり生活保

護の実態とかも知ってもらう中で、もっ

と地域の中にもきちんと出ていけるよう

な、地域とつながれるような、そういう

ことがこの間の地域社会の希薄化みたい

なところ、先ほど山崎委員が少し触れま

したけれども、孤独死を生まないような、

そういうところにもつながっていくのか

なとも思いますので、検討していただけ

たらと要望しておきたいと思います。

　高齢介護の分なんですけれども、かが

やきプランのパブリックコメントにつき

まして、本日までというようなことです

から、もう若干ふえるのかどうなのかと

いうようなことでありますが、いつもな

かなかこういう形の、市がつくった計画

に対するコメントですね、集まりにくい

なという、でも、関心を持っている当事

者の方たちなんかが中心に、やっぱり出

してきている声ということではぜひ受け

とめていただきたいというようなことも

ありますし、もっと広く意見をとってい

く必要もあるのかなと思うわけです。

　例えば、今回、挙げていただいた３名

の方の声ということとかで言いましたら、

実際に介護を受けられている方なのかな

という意見もあるし、健康祝金とか、も

ちろんそんなこともあっていいなと思い

ますし、物すごくまじめな積極的な意見

を出してきておられますけれども、実際

のこの当事者の方たちが、今の制度の中

でこういうことに困っているとかいうよ

うなことも、もっと集約していくような

場というのが要るのかなということを今

聞いて率直に思いました。そういった意

味では今回、第５期かがやきプランのこ

の計画が１７日の取りまとめででき上がっ

ていくわけでありますけれども、また引

き続き、いろんなやっぱり声を取り入れ

ていくことも必要だと思いますし、中身

についてはまた介護保険特別会計のほう
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でしていけたらなと思います。

　あと、外出移動支援のかかわりで質問

させてもらいました福祉有償運送などの

分野で言いましたら、ＮＰＯなんかが事

業をやっている、そういうケースなんか

が摂津市の中ではあんまり身近でないと

いうこともあって、イメージしにくい部

分もあるんですけれども、ただ、そうし

た中で今、市内交通網をどうしていこう

ということの検討を、バス路線の再編と

いうことが、これはもう本会議でも代表

質問等でもやられていることですから、

皆さんも承知のことだと思いますし、先

日の答弁なんかでは、やっぱり元気な方

は、なかなかバスに対する要求が出てこ

ないけれども、本当に必要なのは、移動

に困難な高齢者の方じゃないかなという、

そういう集約までやっぱりされていると

思うんですよ。そうしたら、本来なら土

木下水道部のほうから高齢介護課に対し

てのアプローチがあって、どういうこと

が必要なのかなという、そういう協議が、

私、あってしかるべきじゃないかなと思

うんですけれども、されてないという答

弁でしたので残念に思っています。この

あたりに関しては、副市長のほうも、本

当にやる気がどの程度あるのかなという

ことも市民の方からは問われてくる問題

だと思いますので、ぜひことしの秋には

次の動きになっていくということであり

ますから、何らかの方策を示していただ

きたいと思っております。担当の所管で

ないので答弁、もしできたらお願いした

いんですけれども、よろしくお願いいた

します。高齢者移送サービスで新しく１

台ふやしていただいて、これは前進面や

と思ってるんです。ただ、さっきも言い

ましたように、車いすの人が対象という

ようなことで、バス利用をしたいという

ことの声を上げている多くの人たちは、

やっぱりこれ利用できない今の状態です

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

　最後、障害福祉課にかかわる部分です

が、重度障害者・難病患者の支援事業で

福祉金給付制度なんですが、先ほどのご

答弁で１点、障害のある方もそうだし、

難病患者の方もというようなことで、今

回見直しの中には、所得制限を設けて非

課税にということも盛り込まれています

が、そのことでいうと、本当に水道料金

減免のその制度をこっちにシフトしたと

いうこと、これも必要だし、必要だと思

うんですが、では、向こうはどうなのと

いうことも率直に思ったりするので、こ

のことは評価しつつ、やっぱり福祉のそ

のさまざまな制度の設計について、再度

今後の中に生かしていただけたらなと思

います。

　それと、この見直しがこの間、この重

度障害者の方、以前は所得制限なしで給

付があって、それが一たんなくなって、

今回、所得制限つきでまた給付が始まっ

てということで、また、数年後にはなく

なってしまうんじゃないかなとか、そう

いうことも思ってしまったりするんで、

これらの制度について、やっぱりきちん

とした検討、もちろん検討されてこうい

う結果を出してきているとは認識してい

ますけれども、引き続き状況、実際に受

けておられる方の立場に立って、やっぱ

りこういう検討も進めていただけたらと

思います。このことについては答弁は結

構です。

　ふれあいの里や児童センターの運営事

業については答弁のほうで理解しました。

引き続き事業の運営が円滑にされるよう

にということでお願いしたいと思います。

　障害児支援事業の部分、これは通所の

児童の関係のサービスが、府から市への
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移管ということで、法的にそういうこと

で仕組みが変わったということです。た

だ、額もやっぱり大きいですよね。この

あたり扶助費がふえている大きな要因と

いうことになっているんだなとも思いま

す。

　自立支援法の中で障害者施策のいろん

な扶助費がふえている部分については、

当事者の方たちを支えていくことが本当

に大事だなということを思っていますが、

国の財政、十分な地方への財政措置みた

いなところがやっぱりやられていなくて、

地方自治体では財政を圧迫していくとい

うようなことを生んでるんだなとも思い

ます。これ、吉田課長にというよりも、

この間、その福祉施策の見直し、行革の

中でのそういう再編がやられてきた経緯

を見たときにも、本来、もっと国が財政

措置をするようなところをしてきてない

というようなところを、もっともっとやっ

ぱり言っていくことで、市民サービスを

削るんじゃなくて、本当に暮らしに温か

いまちづくりということでの責任、役割

を果たしてほしいなと思っておりますの

で、一言つけ加えておきたいと思います。

　あと、バリアフリーマップということ

でＰＲ誌の作成事業に取り組むんだとい

うようなことでありましたけれども、こ

れについて、中身についてはいいと思う

んで、私もぜひやっていただきたいなと

思ってるんですが、一つバリアフリーマッ

プという、その名称については、もちろ

ん、これ、そういう名称つけると決まっ

ているわけじゃないと思うんですけれど

も、交通バリアフリー基本計画がある中

でもなかなか進んでいないですよね、現

実的に、見たときには。駅前であるとか、

シビックゾーンを重点地区というような

ことで取り組んでいますけれども、それ

でもやっぱりバリアフリーというような

ことを耳にすると本当にそうなっている

の、ということになると思うんです。そ

うした点では、そこらあたり、また作成

する段階で検討していただけたらいいと

思うんですけれども、市民感覚にもマッ

チするような、そういうものをぜひつく

り上げていただきたいというようなこと

で要望しておきます。

　あと、通所サービスの運営安定化事業

というようなことで補助が取り組まれま

すが、重度の方への加配の部分、それか

ら送迎費の補助、あと三つ目に就労支援

の事業所を新たに開設する、そういうと

ころの補助というようなことで説明をい

ただきました。私もこの間の移行支援か

ら次の事業所の運営とかいうようなこと

もご指摘させてもらってきましたし、ま

た、これまで小規模作業所がどんどんつ

くられてきた経過なんかで言いましたら、

やっぱりなかなかそういう人たちが日中

通っていく社会支援が足りてない。そう

いう中でできてきた経緯というのはある

と思いますし、市内の事業所、じゃ、今

の数で全部受け入れが十分かと言いまし

たら、現状そうでもやっぱり将来的なこ

とを見通していくと、また新たな事業所

開設というようなことがあるのかなと思っ

ております。そういった意味では新しい

そういうところの解説にかかわっては現

状ではなかなか補助であったりとか、そ

ういうところの支援というのは見当たら

ないと思うので、そういう形で引き続き

充実させていっていただけたらと、この

点も要望としておきたいと思います。

　最後、府の補助金の権限移譲の交付金

のことについてはご説明で理解しました。

　以上、２回目の質問とさせていただき

ます。

○森内一蔵委員長　門川課長。

○門川自治振興課長　自治振興課にかか
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わります２回目のご質問に、ご答弁をさ

せていただきます。

　文化ホールの管理事業の中の機械警備

４５万９，０００円、これにつきまして

は市民文化ホールといきいきプラザ、こ

の２か所の分を計上させていただいてい

ます。これは、平成２３年度の実績とし

て上げさせていただいております。今回、

機械警備対象が４５施設あるということ

を聞いておりますので、１施設４，００

０円ということで、税を入れまして１施

設５万４００円の機械警備をするという

ことになりますので、当然、かなりコス

トは削減されるかと思いますので、自治

振興課としては２施設がその４５万円と

いうことです。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　街区表示板の今の管理

の状況がどうなってるのかというご質問

にお答えします。

　先ほどもご答弁しましたように、約４，

６００か所に街区表示板を掲げておりま

す。そういうことで、日常的に見て回っ

て点検するということはなかなか不可能

でございます。そういうことで市内を回っ

ておられる市の職員のほうからの連絡が

あったり、地元のほうからご連絡があり

ましたら、その都度行って取りかえてい

るという状況になっております。きのう

も実は１枚取りかえに行ってるんですけ

ども、一度張ってしまうとなかなかそう

いう傷むものではございません。きのう、

行ったところもそうなんですけど、いた

ずらされて半分ちぎれるといったような

状況になっています。今回、この調査を

することで市内の状況を確認させていた

だきまして、傷んでいる部分は交換でき

る範囲で交換していきたいと思いますし、

新しく開発されたところで、ここも必要

だなというところがあれば張っていきた

いなと考えております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

わります２回目の質問についてお答えさ

せていただきます。

　１点目、平成２３年度補正額が１，６

００万円減、平成２４年度が当初予算で

１，９００万円減についてお答えさせて

いただきます。

　これについては、要求締め切り日の関

係で、平成２４年度は平成２３年４月か

ら１１月の実績をもとに積算しておりま

す。平成２３年度補正については、平成

２３年４月から１２月の実績をもとに積

算のほうをしております。これによりま

して、平成２３年１２月分が年末という

ことで、ほかの月よりも約２００万円ほ

ど高うございまして、その関係で補正に

ついては減額幅を抑えさせていただきま

した。

　次に、資源ごみの見込みでございます

が、細かい数字のほう、把握はできてお

りませんが、予算現額２３４万４，００

０円、この現額よりは多く見込んでおり

ます。

○森内一蔵委員長　上村センター長。

○上村環境センター長　環境センターの

光熱水費にかかる瓦れきの問題について

お答えさせてもらいます。

　平成２４年度予算には瓦れきの処理は

含んでおりません。しかし、代表質問で

もありましたように、震災復興には瓦れ

き処理がどうしても必要になってきます。

市長がおっしゃられたように困っている

ときはお互いさまというような意識で、

今後、いろんな動きが出てくると思いま

す。やっと、国のほうも動き出したかな

と思っております。大阪府も１２月２７

日に受け入れの指針を出しました。その

中で摂津市の炉については受け入れ可能
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と、受入指針の部分だけで判断すると受

け入れ可能な炉だというように判断され

ております。何回も出ていますけども、

市民の健康と安全、これをやっぱり第一

にしなければなりません。そういったこ

とを踏まえて、今後、これもいつまでも

判断を留保できる問題でもないと思いま

すので、近いうちにどうするか判断が決

まってくると思いますので、その節は議

会等にもお諮りしなければならない問題

と思っております。

○森内一蔵委員長　土井参事。

○土井生活環境部参事　それでは、自動

車騒音の常時監視に伴います国・府の財

政的な支援についてお答えさせていただ

きます。

　今回の常時監視の件につきましては、

法改正に伴うものでありますことから、

大阪府からの財政的な支援はございませ

ん。ただし、国におきましては地方分権

一括法に伴います権限移譲になりますの

で、交付金の算定基準になる事業となり

ます。しかし、本市としては交付金を受

けておりませんので、この事業に対しま

して実質的に財政支援を受けられる状況

ではないという形になります。

○森内一蔵委員長　あとは、災害時の要

支援のあり方、健康管理システム等は要

望でよかったんですか。災害時の要支援

のあり方、それから健康管理システム、

妊婦健診、ワクチンですか。あと四つで

すかね。

　前野課長。

○前野保健福祉課長　要援護者の名簿整

理について、それを臨職でいいのかとい

うことだったと思いますが、業務内容と

しましたら、状況の把握は申請時の窓口

であったり、介護認定者についてはケア

マネジャーたちとかがついておりますの

で、そういう職員であったり専門職で把

握するということで考えております。そ

の雇用する方の業務についてですが、ま

ず、本年が、平成２４年度がスタートで

すので、その整理をするということと、

対象者の方へ書類の送付、同意をとるた

めの書類の送付とかもございますので、

そういう作業、そして集まってきたデー

タを入力するというようなこととかの作

業と考えております。

　次の新たなシステムについてですが、

今まで使っておりますシステムからプロ

グラムの言語の変更があるということで、

システムの更新が必要と提案がありまし

たので、それを変更していくに当たって

は買い取り方式か、利用料の方式かとい

うことで検討しまして、利用料の方式と

いう形での選択をいたしました。

　システムを使っていくに当たっては特

段、今のシステムも使っていけますが、

保守管理のほうが終了となりますので、

そうなりますと、いろんなトラブルがあっ

たときに、一本で行って対応し切れない

ことが起こると想定しておりますので、

新しいシステムのほうで利用料方式とい

う方法を考えております。

　妊娠届けの減少ということを申しまし

たが、平成２０年度では９００人ぐらい

ありましたが、年々減少しておりまして、

２１年度で８４５人、２２年度で８３６

人、２３年度では言われましたように南

千里丘の開発もありますので、８５０人

ぐらいまではなると思っているところで

ございますが、減少しているという状況

でございましたので、実態に応じての予

算を計上いたしました。

　ワクチンの接種の見込み率ですが、言

われましたように前半４月からはいろん

な事故がありまして不安定でしたので、

接種状況が落ちついてきました９月ぐら

いからの接種状況を勘案して見込みまし
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た。

○森内一蔵委員長　弘委員、以上だと思

うんですけども。そうですね、あと要望

ですね。

　弘委員。

○弘豊委員　そしたら、最初に文化ホー

ルの管理事業のところ、機械警備ですね、

ご説明をいただきまして、文化ホールと

いきいきプラザの分というようなことで

この金額が上げられていて、単価として

も１施設４，０００円ほどしてはるんだ

ということですね。ほかの予算もずうっ

と見ていったら、ほかの施設もこうやっ

て機械警備が上がっているのかなと思い

ますけれど、来年度以降、また、こうい

うふうに上がってくるというようなこと

で理解しておきます。

　あと、市民課にかかわる住居表示板、

この事務事業にかかわってですが、なか

なか現状把握を常日ごろからやっていく

というようなことは大変というようなこ

とでの今回の措置だというようなことで

ありますから、この機にしっかりと、一

遍に改善できるかといったらそうではな

いのかもしれませんけれども、きちんと

調査もして今後に生かせるような、そう

いうシステムにしていくというようなこ

とでこれも理解しておきます。

　あと、環境業務課にかかわる部分での

その予算の額的なことは今のご説明で大

体、年度の区切りがあってということで

すので、ただ、１００万円、２００万円、

大きな額がいろいろ動いていくわけで、

いろいろ私も見ていましたら、補正予算

をもとにもう来年度のところにそういっ

た形で反映している、そういう予算もあ

れば、前年度の決算が出てから次の予算

の参考にしているというところもあるよ

うで、なかなかそのあたり難しいなとも

思いながら、やっぱり必要な額はきちん

と予算の中でとっていくというようなこ

と、またその執行も適正にしていくとい

うようなことで、その予算、決算、私ら

も方針を出していくというようなことで

ありますから、ぜひ正確なといいますか、

そういう情報で教えていただけるように

というようなことで要望としておきます。

　環境センターにかかわる問題ですが、

瓦れきの問題を今、挙げましたけれども、

どうなるかというようなことはまだまだ

不明確な部分、不確定な要素が多い中で、

予算にまでどう反映させたらというよう

なことになろうかと思うんですけれども、

ただ、今のセンター長の答弁の中で、府

の判断では摂津市の炉でも処理は可能だ

ということで言われているそうでありま

すけれども、市民的には決してそうは思っ

てないという声もやっぱり寄せられてい

たりするということでありますから、本

当に慎重に事を運んでいただくというよ

うなこともありますし、本当に正確な情

報が、どの程度市民に知らされていると

いうようなこともあるかと思います。　

また、議会のほうにも、しっかりといろ

んな情報を知らせていただけるよう、今

後も要望しておきたいなと思っておりま

す。ただ、この環境センターの問題はやっ

ぱり摂津市のまちづくりの問題でも本当

に大きなことであると思いますので、こ

のことについては、担当課の中でもご苦

労されていると思うんですけれども、しっ

かりとした検討をしていただきたいなと

思います。

　あと、環境政策課で先ほどの自動車騒

音常時監視分析評価というようなことで、

先ほど来言っているように財政的な措置

は十分にやられないのに、仕事はいろい

ろと移譲してくるというようなことが本

当に多いんだなというようなことが、こ

うした予算や決算をやっている中でも出
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てきていますので、これについて先ほど

答弁の中には具体的にどういうこととい

うような事業の中身のところが、事業の

中身というか、それはまたこの場じゃな

しに、また個別でお伺いしたいと思いま

すので、また、必要な財政措置等々、国

に要望できる範囲をしっかり訴えていっ

てもらいたいなということで、これも要

望にしておきたいと思います。

　あと、ご答弁ありませんでしたけれど

も、バスの関係のことはぜひこういう思

いを持っていますというようなことでこ

こにおられる副市長にも伝えましたので、

また担当部長のほうにもお伝えいただき

たいと思います。

　私のほうからは以上で質問を終わらせ

ていただきます。

○森内一蔵委員長　南野委員。

○南野直司委員　それでは、何点か質問

をさせていただきたいと思います。朝か

ら２人の委員が質問されましてさまざま

な観点から、それに対しての答弁と、そ

れから先日の代表質問がありまして、い

ろんな質問からの答弁がありましたので、

かぶる部分があるかもしれませんけども、

ご理解いただきたいなと思います。

　１番目に概要の２４ページです。コミュ

ニティプラザ管理運営事業８，１５２万

６，０００円についてでございます。

　１点目に事業の中身についてお聞きし

たいんですけども、特に光熱水費が２，

１００万円で計上されておりまして、具

体的な中身についてお聞かせいただきた

いなと思います。

　２点目に予算書、２９ページのコミュ

ニティプラザ施設等使用料１，０５０万

４，０００円についてですが、どれぐら

いの施設利用を見込んでおられるのかお

聞かせいただきたいなと思います。

　３点目に昨年の１２月に開館して１年

が経過したということで、利用者の方に

ついてのアンケート調査を実施されまし

て、きょう、アンケートを持ってきてる

んですけれども、いろいろ分析されたア

ンケートだなと思ったんですけども、こ

のアンケートの目的や交通手段などの実

態を掌握されて、また集計・分析をされ

て、今後どのように反映をしていかれる

のかお聞かせいただきたいなと思います。

　２番目ですけども、概要の２６ページ

の市民活動支援事業１７３万７，０００

円についてでございます。

　市民活動をこれから始める、また始め

たばかりの市民公益活動団体を対象とし

た助成制度の創設に向けた市民公益活動

推進委員会の設置、また市民公益活動支

援のガイドラインを策定されるというこ

とでございます。代表質問でもさまざま

お聞きし、要望もしたのでガイドライン

策定と支援センターの運営等はよろしく

お願いします。

　ホームページにもＮＰＯ法人の紹介や、

設立・運営に関するお知らせが掲載され

ておりましてが、コミュニティプラザが

開館して、これまでに何件ぐらいのＮＰ

Ｏ法人の設立に関しての相談があったの

か、実績などもあわせてお聞きしたいの

と、新年度のＮＰＯ法人の設立、運営に

関する相談などの取り組みをお聞かせい

ただきたいなと思います。

　それから、まちづくりや市民活動に関

心のある皆さんの交流の場として、新し

いネットワークや仲間づくり、参加して

みませんかということで３月５日にコミ

プラの会議室で市民井戸端会議を開催さ

れましたが、どうであったのか、お聞か

せいただきたいなと思います。

　３番目です。概要２２ページの防犯灯

事業２，８４４万５，０００円について

でございます。

－44－



　先日の代表質問であったかもしれませ

んけども、自治会管理分の防犯灯１００

灯を環境に配慮したＬＥＤ防犯灯に順次

変更しますということでありますが、具

体的にお聞きしたいんですけども、例え

ば正音寺の自治会長からは郵便局の横の

道路からずっとＬＥＤをつけてくれるん

や等々私も聞いておるんですけども、こ

こで具体的に聞きたいのは、ＬＥＤの効

果についてで、長寿命なので維持管理コ

ストが減少とか、省エネでＣＯ２が半減

するなど地球環境に配慮等、また明るく

故障も少ないなど防犯効果が高いといっ

た効果があると思うんですけども、その

観点から具体的に教えていただきたいな

と思います。

　４番目です。概要３８ページの災害時

要援護者支援事業１７６万２，０００円

についてでございます。

　災害時要援護者台帳システムが機能す

るように、登録した要援護者の方に地域

支援組織への情報提供の同意を得る作業

や、支援プランの作成などの整備をされ

るということでありますけども、改めて

お聞きしたいんですけども、現在のこの

要援護者と想定される、掌握されている

人数、できれば男女別で何人か、災害時

要援護者台帳の更新はどれぐらいで実施

されるのか、それからあわせてひとり暮

らしの方に高齢者安全対策事業でありま

すけども、医療情報キットをお渡しして

いただいていると思うんですけども、そ

れのシートの更新もあわせてお聞きした

いと思います。

　５番目ですけども、概要３８ページの

地域福祉活動支援センター事業８５８万

１，０００円についてでございます。

いよいよこの４月から地域福祉活動支援

の中核的施設であります地域福祉活動支

援センターがオープンいたしますが、広

報には市役所内にある社会福祉協議会、

ボランティアセンター、地域包括支援セ

ンターが移転し、それぞれが連携協力し

て地域福祉推進のための活動支援や活動

の場の提供、地域福祉に関する情報収集、

発信などを行いますということで紹介さ

れておりましたけども、センターの周知

の方法について、ほかにあれば具体的に

聞きたいなと思います。

　６番目です。概要６０ページの健康せっ

つ２１推進事業９０５万６，０００円に

ついてでございます。

　先ほど弘委員から質問がありまして、

それと同じことを聞きたいなと思ってた

んですけども、今回、健康せっつ２１が

最終評価報告書を作成しますということ

で、平成２４年で終わって、最終年度で

平成２５年から健康せっつ２１をまた、

名前はどうかわかりませんけどもつくら

れると認識したんですけども、間違って

いたら言ってください、あわせて総合計

画にもあったんですけども、摂津市食育

推進計画というのがあったと思うんです

が、これが、平成２５年度で年次計画に

なっておりまして終了します。健康せっ

つ２１と摂津市食育推進計画というのは

別々でつくられるのか、食育のまた新た

なものができるのか、総合計画を見てい

ましたら、計画のところに地域との連携

による健康づくりの推進というところで、

地域の組織や団体、健康づくり自主グルー

プと連携しながら健康づくり運動や食育

の取り組みを推進しますと、ここだけ食

育ということで目標で掲げて、ほかにも

出ているかもしれませんけども、計画が

いっぱいありまして、こういうのは合体

されてもいいんじゃないかと、最終年次

がずれていますけども、そういう思いが

ちょっとしたんですけども、その考えを、

いや、別でつくりますと言っていただい
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ても結構ですけども、お聞かせいただき

たいなと思います。

　７番目です。概要４２ページの高齢者

移送サービス事業１，１１５万４，００

０円についてでございます。

　通院などに１人で外出することが困難

な高齢者が増加していることから、移送

サービスを行う福祉車両を現在の３台体

制から４台体制にしていただいたという

ことでございます。移送サービスの登録

者数が、確か４５０名で車両が３台体制

で１，２００回も稼働されていた、これ、

答弁に載っていたと思います。特に、午

前中に利用希望が多く、予約が集中する

ということでありますが、車両が４台体

制で賄えるのでしょうかということで、

その観点でお聞きしたいなと思います。

　８番目です。（仮称）認知症高齢者徘

回ＳＯＳネットワーク構築事業について

でございます。徘回により危険が予想さ

れる高齢者の事前登録を行うとともに、

その情報を活用する市民、事業者との共

同による情報伝達体制を構築し、徘回の

未然防止や早期発見につなげるというこ

とでございます。市民、事業者との共同

による情報伝達体制ですね、これは代表

質問でもご答弁があったかなと思うんで

すけども、具体的に伝達体制を聞きたい

なと思います。

　９番目です。概要４８ページの障害者

関連施設等、ＰＲ誌作成事業、１，４４

８万３，０００円についてでございます。

企業等へのＰＲ活動用に先ほど質問があっ

たんですけども、市内障害者授産施設の

紹介雑誌を作成し、業務の受注、機会の

拡大を図り、また障害者や高齢者の町な

かでの活動をサポートするために、市内

の生活情報を掲載した、バリアフリーガ

イドマップイン摂津を作成しますという

ことでございます。先ほども弘委員から

質問があって、答弁があったと思います。

私がイメージしていたのは、その前にこ

れは市内の生活・商業・文化・スポーツ

施設等を中心に多目的トイレや駐車場・

出入り口のスロープなどの設置状況を地

図入りでわかりやすく作成して、点字版

もある冊子の発行も検討し、障害のある

方の、まちでの活動における利便性の向

上を図りますということでありまして、

障害者の方と一緒に、そういった公共施

設に行ってバリアフリーを確認して、ま

たいわゆるバリアフリー構想とか計画で

枠組みされている部分を見て、皆さんで

見て、そういうバリアフリーガイドマッ

プイン摂津というのをつくるというイメー

ジをしていました。また、そういったマッ

プを持って企業に行って受注機会の拡大

を図っていくんやと、実際目で見られて、

皆さんで行かれてという認識をしたんで

すけども、その点もう少し詳しくお聞き

したいなと思います。

　１０番目ですけども、概要６０ページ

の感染症予防事業２億５６万２，０００

円についてでございます。

　各種ワクチン、子宮頸がん予防、ヒブ

小児用肺炎球菌などの予防接種を実施し、

感染症の予防を図るということでござい

ます。先ほども質問があったんですけど

も、この助成ができまして何件かそんな

んあんのということで質問というか市民

の方にご相談いただいたことがありまし

て、それはいずれも女の子のお母さんか

らでありまして、うちの子どもも学校か

らそういう通達をもらってきて、母親が

見て接種に行きましたけども、全中学校

に、例えば子宮頸がんでしたら送られて、

それを学校から持って帰って見られて、

接種を受けられるか受けられないかは個

人の選択ですけども、周知の方法はそれ

だけやったのか、お聞きしたいなと思い
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ます。

　１１番目でございます。概要６４ペー

ジの葬祭事業９５１万７，０００円につ

いてでございます。

　従来の市営葬儀を見直して平成２４年

７月から利用者ニーズに即した葬儀を可

能とする規格葬儀を実施されるというこ

とでございます。規格葬儀のご案内を新

たに作成されると認識しておるんですけ

ども、そのパンフレットの中身、料金や

オプション及びあっせん品目について、

詳しくなったパンフレットを、新たにつ

くられると思うんですけども、今までの

パンフレットと違ってオプションの価格

等々、いろいろいろんな他市のパンフレッ

トも見ながら研究されておると思うんで

すけども、どのようなパンフレットを今、

考えられているのか、それからまた周知

の方法をパンフレット、どのように配布

等々考えておられるのか、お聞かせいた

だきたいなと思います。

　１２番目に概要７６ページの消費生活

相談ルーム事業、１，１４３万６，００

０円についてでございます。

先ほども質問がありまして、消費者被害

を未然に防止するため啓発用着ぐるみや

パンフレットなどを作成して啓発活動を

市内全域で展開していきますということ

で、課長からもご答弁あったんですけれ

ども、これは新たに着ぐるみを、これ用

につくられて、例えば、どのようなとこ

ろで啓発活動を、どんな感じでされるの

か、具体的に教えていただきたいなと思

います。

　１３番目ですけども、概要６４ページ

の温暖化対策事業２７８万５，０００円

についてでございます。これも、代表質

問でさせていただいたんですけども、エ

コドライブの普及啓発のためのドライブ

シミュレーター一式を導入されて、この

活用方法ですね、どのように具体的に考

えておられるのか、聞きたいのと、環境

家計簿の次年度の目標を立てておられた

ら、あわせてお聞きしたいなと思います。

　これ最後になります、１４番目に６６

ページのごみ減量啓発事業１９０万５，

０００円について、具体的な中身につい

てお聞きしたいと思います。

　以上で１回目、終わります。

○森内一蔵委員長　暫時休憩いたします。

（午後２時５９分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、委員会を

再開いたします。

　答弁を求めます。

　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、南

野委員の質問に順番にお答えいたします。

　１点目です。コミュニティプラザ管理

運営事業の光熱水費でございますが、こ

の光熱水費につきましては、複合施設と

してのコミュニティプラザ棟及び保健セ

ンター棟の両施設の電気・水道・ガスの

使用料を、市民活動支援課で一括して支

払っておるものでございまして、２，０

００万円の内訳ですが、電気１，６８０

万円、上下水道４１０万円、そして、ガ

スにつきましては、調理実習室の分にな

りますが１０万円で、合計２，１００万

円を計上しております。

　２点目です。コミュニティプラザ施設

使用料１，０５０万円につきましては、

貸し室及びマイク等の備品の使用料とし

て約８４６万円、そして、レストランで

すが、レストランの賃料として１か月１

７万円の１２か月分、約２０４万円で、

合計１，０５０万円を見込んでおるもの

でございます。

　特に、施設利用に関しまして、予算計

上時点でコミュニティプラザがオープン
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後、１年が経過しておりまして、利用率

といいますか、申し込みの状況が一定上

がりまして、そのベースをもとに積算を

見込みました。大体、月額７０万円前後

の申し込みで推移しているというのが今

の状況でございます。

　続きまして、３点目、ＮＰＯ法人の認

証事務にかかわりますお問いです。平成

２３年度からＮＰＯ法人の設立認証にか

かる権限事務の委譲を受け執行いたして

おります。２３年度は、これまで２団体

からの新たな設立手続をいたした一方で、

解散手続も１団体あります。トータル、

現在１３団体となっております。

　設立に向けての相談ですが、窓口が摂

津市内のほうに来ましたことで、気軽に

相談していただける状況をつくれていよ

うかと思います。また、相談の際には手

引書等を配布して対応しております。新

年度ですが、４月からＮＰＯ法の改正も

ございます。スタッフとして法関係等の

内容にも精通して対応してまいりたいと

考えております。

　最後、市民の井戸端会議の開催関係で

ございます。井戸端会議につきましては

平成２３年度、協働のワークショップの

取り組み、そして、協働のまちづくり推

進会議において、学術経験者としてアド

バイスをいただいておりました久先生が、

協働の取り組みを進める上で、他市でも

実践されておる取り組みとして紹介され、

同会議のほうに参加していたメンバー有

志とともに１１月から、月１回開催され

ていたものでございます。

　まちづくりは、ハードだけでなく、人

のつながり、ソフトをどう充実させるか

という中で、住民みずからが自分たちの

まちを自分たちの手でつくっていく仕掛

けとして、久先生自身が井戸端会議に参

加されておりまして、住民の後押しをさ

れているものでございます。

　参加状況ですが、常時８名ぐらいのメ

ンバーが集まられてまして、その周辺の

方にも呼びかけて参加されているという

状況です。コミュニティプラザとして、

こういった場の提供、市民活動支援の第

一歩とも考えておりまして、先日、はじ

めてホームページのほうにも掲載をし、

その取り組みを広めていきたいと考えて

おります。

　１点、飛ばしました。アンケート調査

に関してです。昨年の１２月の１週間を

単位に施設利用者の方々にアンケート調

査を実施いたしました。この期間の設定

につきましては、秋のイベント等が一段

落して通常の施設利用の状況と見て判断

して実施したものです。アンケートにつ

きましては、利用者の年代、世代区分、

移動手段とともに、市内であれば、どの

地域から来館されたのかなどを回答して

もらいまして、これは速報としてお知ら

せをして、ホームページへの掲載、館内

掲示などを行っております。そのアンケー

トと同時に、サークル団体の代表者の方

にもコミュニティプラザを、どこで知っ

たのか、利用する理由、利用状況など、

利用した感想などの自由意見も含めてア

ンケートも実施しております。

　一方で、通常の利用の際には、利用報

告も提出してもらっておりますので、実

際の利用時間、利用人数など、どのよう

な部屋が市民ニーズに合っているのかを

分析いたしまして、これらとあわせて、

まとめてまいりたいと考えております。

このようなアンケート調査、はじめての

実施なんですが、定期的に実施して、利

用実態の把握に努めてまいりたいと考え

ております。

○森内一蔵委員長　門川課長。

○門川自治振興課長　南野委員のご質問、
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３点あったかと思います。ＬＥＤ灯の関

係です。平成２４年度は、消費電力が多

い水銀灯が残りあと９２灯ございますの

で、予算の範囲内でＬＥＤ化に切りかえ

てまいりたいと考えております。

　２点目ですが、摂津郵便局隣接の道路

のＬＥＤ化につきましては、これは平成

２３年度予算で、市長も申されました大

阪府が指定する交番区域、これは正雀交

番と鳥飼西交番を指しているわけですけ

ども、それぞれの交番の区域、１９灯を

ＬＥＤ化、これは、条件としまして、今

２０ワットの蛍光灯をつけていただいて

いますが、照度アップということで３２

ワット相当のＬＥＤを、もう間もなく設

置させていただきます。

　それと、環境の観点から、省エネ等の

ことですが、ＣＯ２につきましては４分

の１から半分ぐらいが削減になるかと思っ

ております。ただ、まだ、ＬＥＤ灯につ

きましては、１灯当たり、コストがやっ

ぱり３万円から４万円ほどかかってきて

おりますので、全国的にそういうのがふ

えてきますと、順次、コストも削減にな

るかなというのはみております。ただ、

それによりまして、今後灯数も若干ふや

して、かえていけるかなということも考

えております。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。

　ごみ減量啓発事業の中身についてお答

えさせていただきます。ごみ減量啓発事

業の主なものとしましては、ごみの減量

化、分別収集、再生利用の取り組みを行っ

ております。

　特に、廃棄物減量推進委員が市とのパ

イプ役ということで、地域との連携をとっ

て、ごみの減量啓発に取り組んでいただ

いております。年１回、研修等も行って

おり、また、今の時期でございますが、

校区懇談会ということで、各小学校区単

位で懇談会という形で地域の意見を聞い

て、またそのごみ減量につながるような

話等を聞きながら、取り組みをしていき

たいと思っております。

○森内一蔵委員長　土井参事。

○土井生活環境部参事　それでは、温暖

化対策事業についてお答えさせていただ

きたいと思います。

　１点目、ドライブシミュレーターの活

用方法ということですけれども、このド

ライブシミュレーターは、エコドライブ

を実際に体験していただくためのもので

ございます。できるだけ多くの人に触っ

ていただきたいと考えております。まだ

具体的な活用方法については、これから

検討してまいりたいと考えておりますけ

れども、例えば環境フェスティバルでの

来場者への対応であるとか、出前講座の

要請があったときに出向いていって体験

していただく。また、市の職員につきま

しても、エコドライブをやっていく必要

があると思いますので、そういう研修等

にも活用していきたいと考えております。

　次に、環境家計簿ですけれども、この

環境家計簿につきましては、地球温暖化

防止を進める上では、一番、皆さんに知っ

ていただくにはいいものだと考えており

ますけれども、平成１５年から実施しま

して、現在は参加者約３００人で、少し

伸び悩みの状況にございます。

　来年度の予定ですが、第４次の総合計

画で平成３２年度で１，０００世帯を目

標ということにしておりますので、そう

しますと２４年度で約５５０世帯につい

て参加していただきたいという目標を持っ

て取り組んでまいりたいと考えておりま

す。
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○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、南野

委員のご質問の消費生活相談ルームの具

体的な活動について、ご答弁申し上げま

す。

　平成２３年度の消費生活の相談内容が

４５５件あります。その中で、携帯やイ

ンターネットのデジタル関連の相談が一

番多くなりました。その利用者は、低年

齢者が多く見られることから、低年齢者

への啓発が重要であると本課では考えて

おります。

　低年齢者への啓発手段としまして、着

ぐるみは大変好まれることに着目しまし

て、専用の着ぐるみを製作し、駅前やイ

ベントで直に接啓発パンフレットや啓発

グッズを渡すことにより、目線を低くし

まして同じ目線で啓発してまいりたいと

考えております。

　また、２年前に消費者相談ルームで製

作しましたセッピィは、平成２３年度に

は貸し出しを含めまして２７回の、大変

多くの利用がありました。今後はセッピィ

や新たな着ぐるみとともに、貸し出し等

によりまして、更なる消費啓発に努めて

まいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　南野委員からご

質問のありました高齢介護課にかかわり

ます３点のご質問にお答えいたします。

　１点目のひとり暮らし高齢者安全対策

事業の、医療情報キットの情報シートの

更新についてでございますが、これにつ

きましては、昨年の夏から緊急時の連絡

先であるとか、かかりつけ医の情報、病

名等の情報を書いていただくシートをプ

ラスチックの筒に入れまして、冷蔵庫等

で保管していただくというような情報キッ

トの配布を始めておりまして、現在のと

ころ約２，０００名の方に配布しており

ます。

　その更新についてですが、キットと同

時にお配りしましたリーフレットの中に

も、お願いということで救急医療情報シー

トの内容は、変更があれば随時更新して

くださいということで、基本的には、ご

本人あるいはこれらのご家族とか、周り

の方の手助けで随時更新していただくと

いうことをお願いしておりますが、なか

なかご自身で、そこまでできないという

ような方については、見守り訪問という

ことで、ライフサポーターが訪問してお

りますが、そういう職員に声をかけてい

ただくとか、あるいは介護認定、要介護

認定を受けておられる方については、ケ

アマネジャーが代筆するとかいうような

ことで更新を考えております。

　今は随時ということですが、例えば更

新の強化月間みたいなことで、ケアマネ

ジャーとかライフサポーターに今月一斉

に、そういう観点で回ってくださいねと

いうようなことも実施していこうと考え

ているところです。

　次に、高齢者移送サービスについてで

ございます。決算の委員会で、現在登録

者数が約４５０名、年の稼働回数が１，

２００回とご答弁をさせていただいたと

思うんですけれども、それ以降も登録者

はどんどんふえておりまして、直近の数

字でいいますと６３５名になっておりま

す。ただ、実際に常時、定期的にご利用

されていると方というのが７０名ぐらい

ということですので、ほとんどの方は登

録だけで、ご利用されていないという状

況にあるということで、車両の申し込み

をお断りしているというのは、月１０数

件ということですから、それ以外の方々

の状況というのは、十分把握できていな

いのが現状ですが、例えば入院されてお

られるとか、施設に入所されたとか、名

－50－



簿だけ残っているという方もあるのかな

と思っておりまして、このあたりは状況

の確認が必要かなと思っております。

　ただ、新規で登録された方については、

ご利用が多いということで、それと午前

中に利用の希望が多いということは、や

はり医療機関の受診の時間の都合という

ことで、ブッキングしてしまうというよ

うなことでございますが、摂津市内であ

るとか、近隣の医療機関への送迎であれ

ば、１台当たり一日２回、送と迎ができ

るんですけれども、遠くになりますと、

送りだけとか迎えだけとかということに

なりまして、平均すると月当たり１００

回ぐらい、一日当たり５回ぐらいの送迎

となっております。ですので、１台、車

がふえましたら、今までお断りしている

部分については、解消はできるのかなと

思いますが、見えてこない部分について

は、これから分析が必要だと思っており

ます。

　もう１点、（仮称）認知症高齢者徘徊

ＳＯＳネットワークの構築でございます

が、市民・事業者等の協働による情報伝

達体制を具体的にということですが、今、

想定しておりますのは、事前に、徘徊の

おそれがある方のご家族などから、ご本

人の情報を市のほうへ登録していただき

ますということで、当然、連絡先とか身

体的な特徴とか、できれば写真等なんか

も出していただいて登録をしていただく

と。これは、高齢介護課が窓口になると

想定しております。それと並行して、協

力をしていただける団体とか個人の方の

登録もしていくということを考えており

ます。

　また、いざというときにどうするかと

言いますと、これは今後、近いうちに警

察とも協議していかないといけないんで

すが、いずれにしても、警察へは捜索の

願い、届けを出していただくと。同時に

市の高齢介護課のほうにも一報をいただ

くと。市のほうでは、ご一報をいただい

たら協力していただける団体とか個人に、

情報を速やかに流すということで、それ

ぞれできる範囲で捜索にご協力をいただ

くと。もし、見つかれば、警察への連絡

と市への連絡をしていただいて、市のほ

うでは、それぞれ協力者のほうに、見つ

かりましたという連絡をしていくという

体制を考えております。

○森内一蔵委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、南野委

員の障害福祉課にかかるご質問について

ご答弁させていただきます。

　内容といたしましては、今回、障害者

関連施設等ＰＲ誌の作成事業ということ

で、緊急雇用の助成事業を使いまして、

２冊の冊子をつくらせていただくという

ことでございます。その１冊がバリアフ

リーのガイドマップということで、実際

に障害をお持ちの方を調査員として雇用

させていただいて、現場の状況等を確認

させていただくということが一つの目的

になっております。

　本会議でもお話がありましたような項

目以外にも、いろんな障害の状況に関し

てのバリアフリーの状況を確認させてい

ただいて、主なものを載せていただくこ

とによって、障害をお持ちの方や高齢者

の方が気軽に、「あっ、この施設は使え

るんだな」というような状況がわかる、

そういうマップをつくらせていただくの

が一つと、あと市内の授産施設等、なか

なかやっぱりいろんな製品等をつくらせ

ていただいているんですけれども、その

販売先が非常に限られていると。中には

市内の企業にも、いろんな関係でつくっ

た授産製品等を購入していただく機会も

ございますけれども、やはりなかなかＰ
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Ｒのほうが十分でないというようなこと

もありまして、この緊急雇用の事業を使

わせていただいて、製品のＰＲ誌をつく

ることによって、そういうことを企業の

方や多くの方に知っていただければ、少

しでもそういう授産製品が購入されるこ

とにつながり、利用者の方の工賃等が少

しでも高くなるのかなと思っておりまし

て、今回、この事業を使ってＰＲ誌をつ

くらせていただくというように考えてお

ります。　

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　葬祭事業についてお答

えさせていただきます。

　市規格葬儀にかわることによって、ど

のようなパンフレットをつくられるのか

というご質問でございました。今回のパ

ンフレットにつきましては、市規格葬儀

の中で定めておりますオプションにつき

まして、その料金等を載せていきたいと

考えております。また、オプション以外

のあっせん用品についても、こういうも

のをあっせんしているというような形で

のパンフレットをつくりたいと考えてお

ります。

　内容につきましては、市民の方にわかっ

ていただきやすい、規格葬儀を利用しよ

うと思っていただけるようなパンフレッ

トをつくっていきます。また、従前のパ

ンフレットで指摘がありました、どの部

分が規格葬儀になるのか、どの部分がそ

れ以外の部分になるのかという、例えば

お坊さん、宗教者に対するお礼でありま

すとか、通夜でありますとか、その部分

については別ですよということを、はっ

きりわかるような形のパンフレットをつ

くっていく考えでございます。

　また、周知はどうするのかということ

でございました。まず、市営葬儀から市

規格葬儀に変更になりますということに

ついては、広報等でお知らせしていく予

定にしております。作成したパンフレッ

トにつきましては、市の公共施設等に積

極的に置かせていただくような形で周知

に努めていきたいと思います。いろんな

イベントで配ればどうかなと思うんです

けども、なかなか、こういう内容ですの

で、配るのは難しいので、公共施設等に

置いて、みんなに見てもらえるようなと

ころに置くような形にしていきたいと思っ

ております。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課にかか

ります質問４点についてお答えいたしま

す。

　地域福祉活動支援センターが、いよい

よ４月からオープンしますが、その周知

方法についてお答えします。現在のボラ

ンティアセンターの登録団体、３５団体

ありますが、その団体には説明会を実施

いたしました。

　４月には広報とホームページで、利用

についての説明会を案内したいと思って

おります。４月１３日の午前、夜の７時

から８時、土曜日１４日の午前、この３

回で説明会を開催し、ご案内をしていき

たいと思っております。

　災害時の要援護者支援事業についてで

ございますが、現在の要援護者と想定さ

れている人数でございますが、想定して

いるおひとり暮らし、介護認定３から５、

障害手帳を所持されている方と先ほど申

しましたが、その方たちの延べ件数が６，

６００人ぐらいです。名寄せをして確認

しますと、５，２００人ぐらいとなって

おります。申しわけございませんが、男

女別ではまだ出せておりません。更新は、

どれぐらいで実施されるかということで

したが、約３か月ごとぐらいに、更新を

かけていきたいと思っております。
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　３点目で、健康せっつ２１の最終評価

報告書を作成する件について、食育推進

計画もあわせてはどうかというご意見で

ございましたが、食育推進計画が平成２

１年度からの５年間という計画でござい

ましたので、委員が言われるように、２

５年度が５年目となって次期計画が必要

となります。そこで、健康せっつ２１と

あわせていってもよいものと考えており

ますが、食育推進計画のほうも策定委員

会等がありますので、そこの関係機関と

調整をして検討していきたいと思ってお

ります。

　子宮頸がんワクチン接種の周知方法が、

最初の保護者通知のみだったのかという

ことでございましたが、そのほかに広報、

ホームページ等で周知しております。こ

のワクチン接種の対象者が中学１年生か

ら高校１年生になっておりますので、高

校１年生が本年度に２年生になればでき

なくなるということで、高校１年生の方

で未接種の方には再通知をさせていただ

いております。

　また、現在中学１年生は中学２年生で

接種が可能ですので、またその時点でご

案内をしていこうと思っているところで

ございます。

○森内一蔵委員長　健康せっつ２１と、

それとのかかわり合いをということだっ

たんですけども、食育も一緒に入れて、

総合計画と健康せっつ２１の整合性とい

うところで、お聞きしたいということで

したので、その辺のところはどうでしょ

うか。

○前野保健福祉課長　健康せっつ２１が

平成１４年度からの計画で先につくって

おります。食育計画が平成２１年度につ

くっておりますので、その後の計画で、

当然、健康せっつ２１の中にも食生活と

いう項目を設けて計画を立てております

ので、そこの中に内容は含んでいると認

識しております。委員、言われましたよ

うに、本当に一緒に取り組んでいったら

いいのではないかと思っているところで

す。

○森内一蔵委員長　以上ですね、よろし

いですか。　

　南野委員。

○南野直司委員　１点目のコミュニティ

プラザ管理運営事業について、ご答弁い

ただきまして、わかりました。

　朝、補正予算の補足説明のほうでも８

００万円ですか、減額がありまして、予

算書を見ておりましたら、ほかの施設に

比べて高額やなということで、保健セン

ターも入ったということで、理解しまし

た。

　あと、コミュニティプラザには太陽光

発電システムが設置されておりまして、

返還された電気はどのように使用されて

いるのか、反映されているか、仕組みに

ついて改めて聞いておきたいなと思いま

す。

　それから、コミュニティプラザの施設

利用の見込みと利用者についてのアンケー

ト調査結果から、今後の取り組みについ

てご答弁をいただきました。コミュニティ

プラザにおける利便性向上の観点から、

特によく利用されておられます各団体等

から、また、具体的な声や要望などが、

本当に上がっておると認識しておるんで

すけども、どのような声が上がっている

か等々ですね、いろいろまとめておられ

ると思うんですけども、お答えいただけ

る範囲で、聞きたいなと思います。

　２番目の市民活動支援事業についてで

すけども、ご答弁いただきまして、井戸

端会議等で、協働でのワークショップと

いうことで、よくわかりました。

　また、平成２３年４月１日から、先ほ
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どもありましたけども、摂津市内にのみ

事業所を有する特定非営利活動促進法人、

ＮＰＯ法人の各種申請、届け出などの窓

口が大阪府から摂津市に変更になりまし

て、今回、予算書の４３ページの権限移

譲交付金８７万円を計上されておりまし

たが、関連があると認識しておるんです

けども、補足説明でもありましたけども、

その点、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、現在ＮＰＯ法人等の団体が

１３団体ということで、今後もまた、ふ

えていくと思うんですけども、今後の支

援体制ですね、取りまとめ、どのように

考えておられるのか、聞いておきたいと

思います。

　３点目の防犯灯事業につきまして、ご

答弁いただきまして、わかりました。防

犯灯の設置に関しまして、いろんな地域

等々、市民の方からご要望がありまして、

積極的に動いて、取り組んでいただいて

いまして、関係機関とも連携をとりなが

ら、本当にありがとうございます。ＬＥ

Ｄ防犯灯への変更について、また、さま

ざまな効果について、先ほどご答弁いた

だいたわけですけども、一つ気になるの

は、普通の防犯灯でしたらね、やっぱり

年数がたつとともに、球が切れて、それ

から、地域で自治会管理でバルブをかえ

るわけですけども、そのときに、かえる

ときに雨とかほこりとかで、側が汚れて

ましてね、それを業者等がきれいにして

くれるわけですけども、ＬＥＤになりま

したらね、寿命が長いと、１０年ぐらい

もつということで、形、いろいろ調べて

ましたら、ＬＥＤの防犯灯も同じような

形をしておりまして、恐らくそれかなと

思うんですけども、その汚れとか、どう

なるか、難しい部分ですけども、自治会

にお任せするのか、また、今後は市で対

応していくのか。やっぱり高いとこです

から、危険な部分もありまして、それが

気になりまして、考えだけですね、お聞

かせいただきたいなと思います。

　４番目の災害時要援護者支援について、

台帳の更新等、医療情報キットの更新等々、

ご答弁いただきまして、わかりました。

　ひとり暮らしの高齢者実態把握調査の

結果を受けまして、要援護者への災害時

の支援体制の構築についてでございます

けども、民生児童委員、また、自治会、

老人クラブなどの地域組織と連携して、

安否確認方法・避難誘導・避難者への支

援内容、認知症高齢者への対応等々につ

いて、それぞれの役割分担について、改

めてお聞きしたいなと思います。

　それから、５番目の地域福祉活動支援

センター事業について、周知等々、ご答

弁いただいたんですけども、第５期高齢

者かがやきプランの案の中のアンケート

調査に、地域包括支援センターの認知度

について、全体的に３割以下であったと

いう調査結果が出ておりまして、今後の

課題等々、書かれていたわけですけれど

も、私たちも、いろいろさまざまご相談

いただきまして、よく窓口にお伺いさせ

ていただいて、いろいろ聞いていただく

場面がありまして、より多くの市民の方

に知っていただくというのは、本当に包

括支援センターですね、高齢者や、その

家族にとっての身近な相談窓口となりま

して、地域に根差した包括的、継続的な

支援を行う機関として機能することが、

今後の地域包括支援センターの求められ

ているところと思いますけれども、今後

の高齢期を見据えて、更に周知を徹底を

図っていただくように、これは要望とし

ておきますので、よろしくお願いします。

　それから、６番目の健康せっつ２１に

ついてご答弁いただきまして、食育に関
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しては、本当に大事なことと思いまして、

総合計画にも出ているかもしれませんけ

れども、もっと入れてもらいたかったな

と思ってたんですけども、健康せっつ２

１と無理やり合体をしなくてもいいと思

うんですけども、よりよい、また、計画

を二つとも、健康せっつ２１も食育の計

画もなるように、要望としておきます。

　それから、７番目の高齢者移送サービ

スにつきまして、ご答弁いただきまして、

わかりました。また、今後の状況次第で

は、使っておられる方は登録者数に比べ

てちょっと少ないということでありまし

たけども、また、拡充、５台あればいい

のかなと思いますので、それは要望とし

ておきます。

　それから、先ほど弘委員からもござい

ましたけども、高齢者移送サービスに乗

れる方というのは、やっぱり限定されて

おりまして、車いすに乗っておられる方

等々の、ことがありまして、やはり高齢

者の方が市役所に来たい、それから、正

雀駅方面に行きたい、摂津市駅に行きた

いということで、今、公共施設巡回バス

と、市内循環バスが摂津市には走ってお

りまして、ほかのバス等々ありますけど

も、代表質問でも公明党から要望はさせ

ていただきまして、市長からは秋ごろに、

この公共交通機関に関しては、答えさせ

ていただきますというご答弁があったわ

けですけども、できたら、保健福祉部の、

そういった目線の方が、本来であれば現

場の方が、そういうバス会社、また、市

の職員等々で検討されているところへ、

そういった会議に出ていただいて、声を

上げてもらいたいという、本当に思いが

あります。そういう目線が、本当に大事

だなと思うんです。

　本来であれば、地域の方、困っておら

れる方が、これは高齢者の方になってく

ると思うんですけれども、入られて、ご

意見を言っていただくのが一番いいんで

すけども、そういうお声を聞いておられ

る、ふだん、そのような仕事をされてい

る目線の方が、そこへ入っていただいて、

声を反映するのが、本当に大事だなと思

います。

　先日、東日本大震災から１年というこ

とで、コンベンションホール、私も、講

演会ですか、行かせていただきまして、

市の職員の方がボランティアへ行かれた

話を伺いまして、すごく胸が熱くなった

わけでございますけども、そのときに、

先生が言われていたのは、女性の視点が

防災会議に反映されていないと。摂津市

では、福永部長が、その会議の一員であ

り、一人ですということで言われてまし

たけども、そういった視点は、本当に現

場の声が、そういうところに反映するの

は、本当に大事だと思います。だから、

バスに関しても、そういった高齢者が利

用される交通手段のところへ、やっぱり

そういう会議へ入っていくというのは、

本当に大事だと思いますので、できたら

入っていただいて、より多くの、そういっ

た声を反映できるように、可能でありま

したら、よろしくお願いします。これは

要望としておきます。

　８番目の（仮称）認知症高齢者徘徊Ｓ

ＯＳネットワーク構築事業についてでご

ざいます。情報伝達体制についてご答弁

いただいたわけですけれども、先日の代

表質問のほうで部長から、伝達方法につ

いて、ご答弁あったのを私、聞いてまし

て、間違えてましたら言っていただきた

いんですけども、ボランティアの方とか、

地域の方とかに緊急の場合、ファクスと

か、電子メールで知らせますと、という

ご答弁があったと認識しておるんですけ

ども、電子メールというのは、携帯なの
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か、パソコンなのか、わからなかったん

ですけども、今、消防本部からも、タイ

ムリーでいろいろ情報を伝達していただ

いておりまして、それから、大阪府警か

らは「安まちメール」とかあります。やっ

ぱり結構、皆さん、携帯電話を持ってお

られてまして、メールも今、使っておら

れます。本当に素早く、すぐに発信でき

るというのは携帯というツールを、僕は

セキュリティも高くなってきております

し、ぜひ使ってもらいたいなと思います。

　市政の情報も発信するのに、この携帯

メールへ発信されたらどうですかという

ことで、以前、ご質問もさせていただい

たわけですけども、もうすぐに、これは

情報を伝達できると思いますので、その

考えだけ聞かせていただきたいなと思い

ます。

　９番目ですけども、障害者関連施設等

ＰＲ誌作成事業についてでございます。

詳しく答弁いただきまして、わかりまし

た。冊子につきましては、私たち公明党

も要望をしておりましたけども、できた

ら点字版も、冊子に付加いただきたいな

と思います。

　それから、その方が現場へ行って、そ

の目線で見られるということは、本当に

大事にことでありまして、できたら、土

木下水道部と、これは連携をとっていた

だきまして、やっぱりバリアフリー構想

とか、計画に、そういう場面というのは、

なかなかないと思うんです。普段も摂津

市で車いすで、いろいろ行かれているわ

けですけども、そういう目線で改めて見

られましたら、本当に、危ないところと

か、バリアフリーになっていないところ

とか、改善できたらいいなというところ

が出てくると思います。そういうのをしっ

かり、そういう角度で反映していただい

たらいいなと思いますので、よろしくお

願いします。

　更に、この冊子等々をつくっていただ

きまして、業務の受注機会の拡大ができ

ますように祈っております。要望として

おきます。

　１０番目ですけども、感染症予防事業

について、各種ワクチンの周知徹底につ

いて、ご答弁いただきまして、わかりま

した。まだ、受診されていない方には通

達等々していただいているということで

ございますので、また、引き続き周知徹

底、よろしくお願いします。要望として

おきます。

　１１番目の葬祭事業について、ご答弁

いただきまして、よくわかりました。寝

屋川市の、このパンフレットを見ており

まして、お悔やみになられたご家庭の方

から、手続き、どんなことをしたらいい

のかということで、聞かれる場合がよく

ありまして、摂津市では、市民課の窓口

へ行きましたら、死亡届に伴う諸届けに

ついてお知らせということで、国保年金

課へ行ってくださいとか等々、６点ほど

書いていただいているんですけれども、

寝屋川市のパンフレットは、このパンフ

レットの中に、葬儀のご案内ということ

で、ご不幸があった場合の流れというこ

とで、それも詳しく書いていただいてま

すので、できたら、今度、新しく作成さ

れるパンフレットには入れていただいた

ら、なお、市民の方に優しいかなと思い

ますので、どうかまた、検討していただ

きますよう、これは要望としておきます。

　１２番の消費生活相談ルーム事業につ

いて、ご答弁いただきまして、わかりま

した。携帯やインターネットでの、いろ

んなトラブル等が低年齢化してきている

ということで、新たにぬいぐるみも作製

をされて、啓発されるということなので、

わかりました。更に啓発活動、よろしく
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お願いいたします。

　１３番目のエコドライブの普及啓発の

ドライブシミュレーターについての活用

方法と環境家計簿の目標等々、ご答弁い

ただきまして、わかりました。エコドラ

イブにつきましては、本会議でも、代表

質問でも言わせていただいたんですけど

も、ぜひ、エコドライブ、しつこいよう

で申しわけないですけども、実施中との

ステッカーを公用車に張っていただいて、

僕は市民の人、事業所の人にアピールを

したら、本当にいいん違うかなと思いま

す。

　それと、そういう観点でエコドライブ

を実践したら、やっぱり無事故にも、こ

れ、つながっていくん違うかなと思うん

です。そのような観点で、どうかステッ

カーを、エコドライブ実施中のステッカー

を張っていただいて、エコドライブを実

践しながら、事業所、また、市民の方に

アピールしていただくようにお願いしま

す。

　それから、環境家計簿ですね、これは

本当に事業所、市民の方と協働になって

取り組めることでありますので、ぜひ、

どんどんどんどん、もっともっとアピー

ルしていただいて、今までずっと摂津市

は大阪府の中でトップになってましたの

で、ぜひよろしくお願いします。要望と

しておきます。

　１４番目のごみ減量啓発事業について、

具体的にご答弁いただきまして、ごみの

減量等再資源化のための啓発ということ

でございまして、摂津市一般廃棄物処理

基本計画、それから、摂津市地球温暖化

防止地域計画の中にも掲載されておった

んですけども、環境業務課で、本当に今、

さまざまな場面で、これは廃棄物処理基

本計画のほうで、これは基本理念の実現

のためには、リフューズ、リデュース、

リユース、リサイクルの４Ｒの実践が大

切ですということで、これはカーニバル

等々、リユース食器を推進していただい

たり、さまざまな場面で、そういった形

で、ごみ減量を推進されておりますが、

具体的に、私はリユース食器しか知らな

いんですけども、この４Ｒについての取

り組みについて、ご答弁いただきたいな

と思いますので、よろしくお願いします。

　以上で、２回目終わります。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、南

野委員の２回目のコミュニティプラザに

かかわります質問にお答えいたします。

　まず、太陽光発電のご質問でございま

す。コミュニティプラザ屋上に設置して

おります太陽光パネル、全部で２８８枚

ございまして、発電分につきましては蓄

電されるのではなくて、そのまま空調な

どに使われる仕組みでございます。日々

の発電量につきましては、１階の電光掲

示板に表示されておりまして、記録をとっ

た分で見てみますと、夏場の発電量につ

きましては１か月単位で３，０００キロ

ワットアワーを超えております。仮に太

陽光発電がなければ、その分は同月分の

電気使用量に加算されると考えまして、

太陽光パネルの発電効果、節電効果を計

算上で出してみますと７％から８％を占

めるのかなと考えております。同様に冬

場につきましては、発電量が少なくなり

ます。２％台に落ちますが、太陽光発電

があるおかげで、年間５％台の効果と見

ております。

　続きまして、団体からの要望につきま

してでございます。各種利用団体がござ

います。その中で文化団体等につきまし

ては、定期的な協議も行っておりまして、

ホールの使用や展示方法などの要望等も

いただいております。

－57－



　また、先日、障害者団体のほうからも

立体駐車場について、安全な乗り降りが

できないかといった要望もいただいてお

るところです。それらに関しましては、

団体と、こちらの検討したこともお示し

しながら継続的に協議していきましょう

ということで、お話を伝えながら進めて

おります。

　３点目、ＮＰＯの権限移譲交付金に関

しましてですが、その年度に行いました

設立の件数、また、事務報告書等を受け

た件数をもとに決められた単価、事務単

価等がございます。その単価から積算し

て年度末に交付申請手続を行うものでご

ざいます。

　ＮＰＯへの支援ですが、例えば情報提

供としまして、民間などが実施しており

ます助成制度等の案内等も我々の手元に

も届きます。そういった際には案内を発

信したりしております。

　また、ＮＰＯ自身のネットワークづく

りに関しまして、この３月ですが、市内

のＮＰＯ団体へ呼びかけいたしまして、

各団体の活動などの報告を行ってもらう

情報交換の場を設定いたしております。

これを機会に、それぞれの活動の幅が広

がって、新たな活動が芽生えればと思っ

ておりますが、今後ＮＰＯの研修などの

支援とともに、このような機会でＮＰＯ

の中から、ＮＰＯをリードしていく団体

なども出てくればと考えております。

○森内一蔵委員長　門川課長。

○門川自治振興課長　ＬＥＤの防犯灯の

管理を、今後どうしていくのかというこ

とですけど、これは自治会のほうに防犯

灯維持管理補助金を出しており、２０ワッ

ト以下、これは１灯につき８００円、２

１ワット以上については１灯につき１，

０００円の補助をしておりますので、Ｌ

ＥＤであろうと蛍光灯であろうと、解釈

としましては同じような考えを持ってお

ります。

　設置するに当たっての高さも、通常の

蛍光灯と同じ高さのとこで設置はします

ので、ＬＥＤだから高く設置をするとか、

そういうことはございませんので、平成

２４年度につきましては、従前どおりさ

せていただくということで、今後につい

ては、また、連合自治会を通して双方で

相談させていただいて、２５年、２６年

等については当然、そういったことも考

えていかなければならないのかなという

のは、私どもも思っております。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　災害時の要援護

者の方々への支援体制について、地域組

織のそれぞれの役割分担ということにつ

いてお答えいたします。

　ひとり暮らしの高齢者の実態把握の調

査を実施しまして、もともとひとり暮ら

しということで登録されておられる方以

外に登録を希望される方とか、災害時に

限って支援をお願いしますというような

方の名簿を一定、整理いたしました。こ

の名簿につきまして、民生児童委員の方々

については、これは日ごろの活動の一環

ということで名簿をお渡しして、見守り

の活動に活用していただいているという

ことですが、自治会につきましては、個

人情報の関連等もありまして、自治会と

しての受け取りができるところ、できな

いところ、それぞれ若干温度差があると。

もともと自治会の活動して要援護者の状

況を把握されている自治会もあれば、そ

の辺がなかなかできていないというとこ

ろもあるという中で、できれば市として

は、名簿をお渡しして、災害時に活用し

ていただきたいという思いで、呼びかけ

ております。

　現在、１１４の自治会のうち、２９の

－58－



自治会で名簿を受け取っていただいてい

るということで、その中で、その名簿、

事前の活動に使っていただくというのは、

なかなかご本人との同意の関係で難しい

んですけども、その情報を見ることがで

きる方、役員等３名というような条件を

課したり、保管方法を徹底していただく

というようなことで、今、名簿を受け取っ

ていただいて、これも拡大していってい

る状況でございます。

　老人クラブについては、そこまでの取

り組みはなかなかできていないんですけ

れども、昨年から民生児童委員・自治連

合会・老人クラブ連合会の３団体が、連

絡会ということで意見交換をしましょう

という場を持たれました。その中でも、

やはり災害時の要援護者の支援というの

が大きなテーマになっているということ

ですので、若干ひとり暮らしの方の名簿

というのが先行して動いているんですけ

ども、現在進めておりますその要援護者

の台帳のシステムの運用開始に当たって、

将来的には災害が起きた場合に、だれが、

どの方の安否確認をして、避難所なり、

安全なところまで誘導をするのかとかい

うような、個人個人の支援の方策みたい

なものまで取り決めて、もし、その方が

支援できない状況になったらどうなのか

とか、その避難経路が使えない場合は違

う経路があるのかとか、そういうところ

まで個別の支援ができるようなところま

で持っていければいいのかなという思い

で、今回のシステムの導入に当たって関

係課と関係団体、協議していきたいと思っ

ております。

　もう１点、徘徊ＳＯＳネットワークの

電子メールについてでございますけれど

も、これはパソコンのメール、携帯のメー

ル、両方とも想定してはおります。確か

に一斉に情報が配信できるということで、

非常に電子メール、パソコンにしろ、携

帯にしろ、便利なツールではあるんです

けれども、一方で、そのままコピーして

転送して広がる。ある意味、それは便利

ですけれども、個人情報、非常に徘徊さ

れる方の個人情報というのは、センシティ

ブな部分もありますので、むやみやたら

にコピー、転送ということでは問題が生

じてきますので、このあたりについては、

先進的な事例との研究をして、どうする

かというのを考えていきたいと思ってい

ます。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　南野委員の４Ｒの

取り組みについてお答えさせていただき

ます。

　現在、４Ｒについて取り組みを行って

いるものにつきましては、剪定枝のチッ

プ化、ノーレジ袋ということで、スーパー

におけるレジ袋の拒否というか、要らな

いという表示をしていただく、又は、生

ごみ処理の堆肥化、これは給食残渣でも

行っておりますが、給食残渣を堆肥化し

て処理していくということ、それと、環

境教育の冊子をつくって、子どもたちに

そのごみの、もったいないというか、そ

ういう理念を植えていくという、そういっ

た取り組みを現在は、行っております。

　ただ、４Ｒ自体が、ことし５月から取

り組んだところでございますので、まだ、

取り組みとしては、すべてできているわ

けではございませんので、これから何の

取り組みができるかというのも含めて考

えていきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　以上で答弁は終わり

ました。

　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁いただきまして、

ありがとうございます。

　コミュニティプラザ管理運営事業につ
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きまして、ご答弁をいただきました。ア

ンケートですけども、見ておりましたら、

やっぱり、これは小学生以下ですね、小

学生と幼児の方が、足して２００名です

か、利用がありまして、その次、７０歳

以上の方が３８０名、それから、４０歳

の方が１０２名ということで、やっぱり

結構、小さいお子さんが、かなり利用さ

れているなというのがわかりました。

　それから、利用されている地域という

のは、やっぱり摂津小学校区が一番多く

て、千里丘小学校も５６名ですか、それ

から、三宅柳田小学校が２１４名、摂津

小学校は４０８名ということで、あとやっ

ぱり以南のほうの校区の方は少なかった、

結果、見せていただきまして、やっぱり

安威川以南にもコミュニティ施設、いわ

ゆる子どもをテーマにした児童センター

にかわるような施設が要るのかなと、本

当に感じました。

　いろんなコミュニティプラザにおける

ご意見等々、太陽光発電の効果等々、ご

答弁いただきまして、わかりました。す

べて要望としておきます。

　２番目の市民活動支援事業について、

ご答弁いただきまして、摂津市が目指す

協働の姿、目指す将来像の実現に向けて

市民活動支援の取り組みは、大変重要な

位置づけにあると思いますので、今後も

主体的な市民活動を促進していただき、

情報提供やネットワークづくりに、また、

リーダーの育成に関する支援など、市民

が元気に活動するまちづくりをよろしく

お願いします。要望としておきます。

　３番目の防犯灯事業について、ご答弁

いただきまして、今後、自治会等々と協

議をしながらということでありますので、

汚れたら照度が落ちますし、そやけど、

掃除しに行きましたら危険ですので、ま

た、ご検討をよろしくお願いいたします。

要望としておきます。

　それから、災害時要援護者支援事業に

ついて、ご答弁いただきまして、摂津市

におきましては、このひとり暮らし高齢

者実態把握の作業を、本当に先進的にさ

れたんではないかなと、本当に認識して

おります。

　更に、消防救急情報システムとの連携、

また、支援体制などを定めた全体計画の

策定や、それから、避難所における介護

体制の整備など、多くの整備が必要です

けども、どうかよろしくお願いします。

要望としておきます。

　（仮称）認知症高齢者徘徊ＳＯＳネッ

トワーク構築事業について、ご答弁いた

だきまして、一つの方法としまして、そ

ういう方法もありますということ。

　登録される方は、限られた方になるの

か、要綱などを設けていただいたら、ど

ういいますか、そういうメールが流れる

こともないのかなと思うんですけど、そ

ういう方法もあるということで、認識し

ていただいて、よろしくお願いいたしま

す。

　最後です。ごみ減量啓発事業について、

ご答弁いただきまして、もったいないと

いう思いで、４Ｒを実践していただいて、

リユース食器なんか、例えば、摂津まつ

りとか、そういう市の関連するところで、

どんどんまた、使われていったらどうか

なと、これは要望としておきます。また、

いろんな場面で、そういう４Ｒを活用し

ていただいて、ごみ減量、頑張っていた

だくように、よろしくお願いします。

　以上で、質疑を終わります。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑ございま

せんか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、各委員か

らさまざまな形でご質問がありましたの

－60－



で、私は簡単に質問、あるいは、その要

望で終えさせていただきたいと思います。

　まず、予算書６９ページの水道減免の

件につきましては、これに関連しまして、

これは要望としておきますけれども、代

表質問でも要望をしておりますけれども、

今回、さまざまな理由をご説明をいただ

いた中でも、やっぱり経済的な弱者への

配慮というものが、やや欠けているので

はないかなと感じておりまして、こういっ

た減免廃止につきましては、代替案とし

て説明もありましたけれども、もう少し、

その経済的弱者の方に配慮できるような

ことがないのかなと考えております。

　また、高齢者世帯の、今、その中で一

つ家賃補助というものがありますので、

これが５万円上限の家賃の中で、上限１

万円とするというところで補助が出され

ているわけですけれども、これを更に１，

０００円上乗せをして、１万１，０００

円にすることができないんでしょうかと

いうことを、代表質問のほうでも要望と

してお願いをしておりまして、この家賃

の上限というものにつきましても、少し

緩和をしていただくような形で、一人で

も、やはり対象の中で、入っていただけ

るような形で、ぜひ、ご検討いただきた

いなと思いますので、高齢者施策のほう

で、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。

　予算書９９ページの、先ほども委員の

ほうからもありましたけれども、せっつ

桜苑の民営化に関してですけれども、や

はり、その指定管理者制度の活用という

ものが摂津市では、今後、一つの課題と

して問われてくるんではないかなと思い

ます。

　指定管理者制度導入のときには、かな

りいろんな形で議論がありましたけれど

も、再契約をする形で更新がありました

ときには、もうそのまま、そのときに本

当はもっと議論しますということで、締

結しておりましても、そのままスルーし

ておりましたので、やっぱりその外郭団

体等々に対しましては、民営化できるも

のは民営化していくというのが、時流で

もありますし、世論でもありますので、

やはりしっかりと民営化できるものは民

営化に、積極的に取り組んでいくという

ことで、行政が、本市が、やはり財政的

に身軽になる方向をしっかりととらえて、

そちらのほうからかじ取りをしていくこ

とが大事なのではないかなと思います。

身軽になるということ、身軽になっても、

今、財政的には非常に厳しい状況ですの

で、しかし、その中でも、民営でできる

ことは民間の方にご協力をいただく、民

間活力というものをしっかりと活用させ

ていただいて、その分を市民サービスの

ほうに振り向けて、市民サービスの質の

向上にしっかりと力を注いでいかれるよ

うに、ぜひお願いをしたいなと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

　予算書１２１ページの葬儀会館管理運

営業務委託料について、関連してお願い

をしておきたいと思いますけれども、今

回、市営葬儀が規格葬儀に変更になりま

した。しかし、この現状ですね、これは

一つだけご質問させていただきたいなと

思うんですけれども、財政的に、非常に

メモリアルホールの運営が厳しいという

情勢の中で、さまざまな形で努力をして

いただいていると思うんですけれども、

現状が、どうなのかなということで、見

込みも含めて、メモリアルホールの運営、

財政状況をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　あと、メモリアルホール、小さなこと

ですけれども、大変気になることが１点

ございまして、メモリアルホールの備品
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の手入れですね、一番数的に並んで、だ

れの目にもついて目立つのが、いすの脚

の部分ですね。これがスチールですので

銀色ですけど、これがもうほとんど白く

なっておりまして、指紋なんかもついて

いたりとかですね、非常にきれいではな

いわけですね。これが一定の時間ずっと

座って一定方向を見ておりますので、か

なりずっと見回しても、もう気になるわ

けです。以前から、こんな状況ですので、

お手入れのほうを努力していただけませ

んかということで、部署のほうにもお話

をしたことがありますし、担当課のほう

にもどうでしょうか、きちっとしていた

だけないでしょうかということでお願い

はしたと思います。いつまでたっても、

それが解決をしていないように思います

ので、こういったことについてもですね、

やはりその管理運営を任せてるというか

らには、行政のほうからしっかり指導を

して、そういった市民の方からの声で、

気づいたことは是正して、きちっと管理

業務を果たしているというようなね、や

はりそういう形を見せていくのが大切で

はないかなと思いますけれども、この点

については、どんなふうにお考えかなと

いうことで、お答えをいただきたいなと

思います。

　あともう一つは、以前も、この市営葬

儀のときに指定葬儀社というものが摂津

市、認めておられるところが少しありま

すけれども、これについて、指定葬儀の

割合等について、達していないところに

ついては、一たん指定を取り消すという

ようなことをされておりましたけれども、

実際問題としましてね、指定葬儀社と書

いた大きな看板を、目につくところに立

てておられたとしますね、そうしました

ら、指定葬儀を取り消されて、本市のプ

リントとかからは、例えば削除されたと

しましても、看板がそういう書き込みを

して、堂々と立っているわけですね。全

くご存じない方でしたら、ここやったら

大丈夫かなと、それを見てですね、指定

葬儀社だったら大丈夫だろうと判断され

ると思うんです。

　取り消しをしたと、口頭で言って、本

市の資料だけ削除したといたしましても、

現実に見えるところに、そういったもの

があれば、意味がないんではないかなと

ずっと感じておりましてね。その先には、

我々が、皆さんが一生懸命こう指定葬儀

をふやしていこうと、こういった努力を

されていることが、何もならなくなるん

じゃないかなとも、あわせて思いました。

こういったことに対して、対応していた

だくんでしたらね、やはりどうか、今回

も規格葬儀のほうに変更するということ

を契機に、こういったことに対しても、

しっかりと厳格に行っていくと、看板の

撤去も含めて、指定が取り消された場合

は、きちっと対応してくださいというこ

とを、やはり申し入れていただいて、こ

れは要望で結構ですけれども、厳格にやっ

ていただかないと、形だけでしたら意味

がないと思います。

　これは、やはりメモリアルホールをい

かに良好な運営状況にしていくかという

ことで、現場のほうでは非常に努力をさ

れていることだと思いますので、それを

やはりマイナス面が出ることがないよう

に、やっぱり看板の撤去をするとか、細

かいことまできちっとやってもらってい

くと、こちらのほうが指導していくとい

うことについて、やはりそれだけの負荷

をかけていくことでね、やはり公平性と

厳格性というものが担保されていくと感

じますので、これはぜひ、そういった形

で指導していただくように、お願いをし

ておきたいと思っております。

－62－



　今、少しでしたけれども、お尋ねいた

しました１点について、お聞かせいただ

きたいのと、予算書５５ページのほうに、

環境業務課のほうで資源ごみの売却収入

が雑入で入っておりましたけれども、確

かペットボトルのキャップも資源化して

おられるとお聞きをしておりましたけれ

ども、この点について、お聞かせをいた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いします。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　葬儀会館のメモリアル

ホールの財政状況についてということで

ございますが、ばくっとした話で申しわ

けございませんけども、年間４，０００

万円超の歳出という形になっております。

歳入につきましては、２，０００万円ぐ

らいですので、運営経費でおおよそ２，

０００万円ぐらいの赤字が出てるという

状況になっております。

　当然、修理等、今後かかってきますの

で、その分について我々としても苦慮し

ているところですけども、できるだけ良

好な形で提供していく努力は、今後も続

けていかなければならないと思っており

ます。

　ただ、経営努力の中で、どういう形が

出せるのか、今、施設管理公社に指定管

理をさせてもらっているんですけども、

職員につきましては、高齢者の職員を雇っ

ていただいて、少しでも安くなるような

形でやってもらっておりますし、シルバー

人材センターのお掃除についても、回数

を減らしてもらったりとか、利用のない

日については、もう掃除をしないという

形で経費を節減させてもらっています。

　警備員につきましても、人数を指定す

るんじゃなくて、忙しいときには多く来

てもらう。忙しくない、小さいお葬儀の

ときには、少しの人数でやっていただい

て、平準化を図って安い契約をするよう

施設管理公社には努力してもらっており

ます。努力はしておるんですけども、ご

指摘がありました掃除のほうとか、維持

補修ができてないのかということですが、

今、具体に上げられました椅子の汚れで

すね、そのことについては、昨年末、委

員からご指摘がありまして、すぐ施設管

理公社に連絡をとりまして、きれいにし

てもらうように指示しました。その後、

我々、年明けに点検に行きまして、その

時点ではきれいになっていました。その

後も、定期的に掃除をするように指示し

てあるんですけども、まだ、できてない

ようであれば、改めて指示して、きれい

にさせていただきたいと思います。申し

わけございません。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　ペットボトルのキャッ

プついてお答えさせていただきます。

　現在、ペットボトルのキャップにつき

ましては、ペットボトルと一緒に月２回、

回収を行わせていただいております。

　ペットボトルのキャップですが、つい

てる分につきましては、リサイクルプラ

ザにおきまして、現在、シルバーの方が

一つひとつ取って、洗って、そこから集

めたものを売却しております。その分に

つきましては１，０００キログラムで、

約１円ということでございまして、今回

予算計上しておるのは３，０００円とい

う状況でございます。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　メモリアルホールの

ほう、最後に故人の方と、ご縁の深い方々

がお別れをされる場所ですので、できる

ことはしっかりと手を尽くして、人員の

削減にも努力をしていただいていること

もよくわかりますし、いろんな形で経営

努力されているとも感じておりますけれ
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ども、一番目につくところは、やっぱり

皆さんで総力を挙げて、毎日少しずつで

よろしいですので、やっていただかない

と、いすを、足りない分で、出してきた

ものなんかが特に、そういった状況のも

のが、汚れているというような状況のも

のが多いですので、そこは、更に努力を

していただけたらありがたいなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　あと、ペットボトルのキャップですけ

どね、これワクチンの提供できるという

ことで、いっとき、数年前に、かなりそ

ういう運動がぱっと大学等々で広がりま

して、これを集めるんですけれども、現

実の問題として、集めている方は結構い

らっしゃるんですね。集めた分を、前は

社会福祉協議会のほうで、持っていきま

すと、取っていただいたんですけども、

それをされなくなりまして、集めて、き

れいに洗って、シールはがして、キャッ

プを、現実に、どこへ持っていこうかと

いうことで、困っていらっしゃる方もい

らっしゃいますので、もしも、よろしけ

れば環境のほうで収集というか、持ち込

めば預かっていただけるというような形

にしていただければありがたいんじゃな

いかなと思いますし、普通の業者の方の

ところへ、わからずに、教えてもらって

持っていかれたという方もありますので

ね。それは現実に数量をどれぐらいおさ

めたかという、要するに受取書みたいな

ものだけを、もらっておられましたので、

やはり１，０００キロで１円ですよね。

すごい数でないと１０円とか２０円とか

にはならないんですけど、これが結構、

必ず飲み物というのはペットボトルになっ

てますので、ほとんどですから、かなり

の数、結構集まってまして、これを持っ

ていく場所がなくて、最終的には廃棄さ

れるということも耳にしましたので、そ

れでしたら、もったいないと思いますの

で、環境のほうに持ち込みをして受け取っ

ていただけるんでしたらと思いましたん

ですけど、その点についてはいかがでしょ

うか。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境センターのほ

うで、現在、受け取っております。もし

よければ、うちの収集のほうにも電話を

かけていただければ、収集のほうはさせ

ていただきますが。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　連絡をすれば収集も

していただけるということで、そういっ

た情報が、ご存じのない方が多いですの

で、また、しっかりと、そういった形の

ことも届けて、市のほうに少しでも貢献

できるように、皆さんの努力が伝わるよ

うに頑張っていきたいと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑はよろし

いですか。

　以上で、質疑を終わります。

　本日の委員会は、この程度にとどめ散

会いたします。

（午後４時５３分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　民生常任委員長森　内　一　蔵

　民生常任委員 山　崎　雅　数
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